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第１章 計画策定にあたって 

 

第１節 計画策定の背景 

 

全国的に少子高齢化が進行する中、富岡市においても高齢者の人口は増加し高齢化

率も伸び続けています。また、平成 27（2015）年には人口規模の最も大きい“団塊の

世代（昭和 22 年～24 年生まれ）”が高齢期を迎え、我が国がかつて経験したことのな

い超高齢社会が到来します。さらに、高齢者数の増加とともに核家族化が進行してお

り、高齢者ひとり暮らし世帯も増加傾向となっており老老介護の実態も広がっている

と予想されます。 

こうした中、介護予防の推進や介護保険サービスの基盤充実とともに、高齢者ひと

り暮らし世帯や高齢者のみ世帯の実態を踏まえた見守り体制や、家族介護者支援の充

実等が重要となります。 

このような状況に対応していくため、国では、平成 17 年に予防重視型システムへ

の転換を図り、地域ケア体制を構築するため介護保険制度全般の見直しを行い、平成

21 年、平成 23 年にも一部改正を行いました。この中で、高齢者が要介護状態になっ

ても、可能な限り住み慣れた地域において継続して生活できるよう、医療、介護、予

防、住まい、生活支援サービスの５つを一体化して提供していく「地域包括ケア」の

考え方を継続して取組む事が必要とされています。 

 

本市では、平成 21 年 3 月に「第４期富岡市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業

計画」（以下「第４期計画」という）を策定し、介護保険事業の健全な運営を図ると

ともに、高齢者保健福祉施策の総合的な推進に努めてきました。 

今後も、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことのできる社会づくりのため

に、これまでの施策の実施状況や課題を踏まえて「第５期富岡市高齢者保健福祉計画

及び介護保険事業計画」（以下「第５期計画」という）を策定するものです。 
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第２節 計画の重点課題 

 

第５期計画策定にあたっては、高齢者が地域で自立した生活を営めるよう、医療、

介護、予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく提供される「地域包括ケアシス

テム」の実現に向けた取組みを推進します。 

地域包括ケアの推進、その他の課題として、以下の項目について推進・検討を行い

ます。 

 

１ 地域包括ケアの推進 

医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが連携した要介護者等への包括的

な支援（地域包括ケア）を推進する必要があります。 

また、高齢者の多くは在宅での生活を希望しており、高齢者が介護や支援を必要

とする状態になっても安心して住み慣れた地域で生活を送ることができるよう、高

齢者を地域全体で支える体制の構築が必要です。こうした観点から、日常生活圏域

を基本として、地域ケアを支える各種サービス提供機関や居住空間、公共施設、移

動手段などの社会基盤、さらには、地域における見守り活動等の自主的な取組みや

ボランティア活動等、様々な地域資源の計画的な活用を図ります。 

また、単身・重度の要介護者等に対応できるよう、第５期計画から創設された 24

時間対応の定期巡回・随時対応サービスを実施し、複合型サービスの創設について

も検討します。 

 

２ 介護サービス基盤整備 

介護サービスの基盤整備においては、高齢者が介護を要する状態になっても、で

きる限り住み慣れた地域や家庭で自立した生活が継続できるよう、居宅サービスの

充実を図るとともに、地域密着型サービスとあわせ、重層的な整備を図ります。 

また、「非該当者や軽度者に対する介護予防の推進」、「中重度者を支える居宅サ

ービスの充実と強化」及び「重度者に対する入所施設の整備」について、継続性・

一貫性をもったサービスが提供できるサービス基盤整備を計画的に推進します。 

 

３ 介護サービスの質的向上 

提供されるサービスの質を高めるため、介護サービスや介護予防サービスの提供

機関への助言・指導等を通じて、適正に事業を運営します。 

また、地域密着型サービスについては、市が事業者を指定するため、この責任に

おいて、市の地域特性に応じたサービスの供給体制を整備するとともに、提供され

るサービスの質について、適切な指導監督を行います。 
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４ 介護予防及び疾病予防の推進 

介護予防の取組みには、要支援・要介護状態になる前の段階の方を対象として実

施される「地域支援事業」及び要支援の認定を受けた方に給付される「予防給付」

を大きな柱としつつ、地域における自主的な活動や取組みが有機的に連携し実施さ

れる必要があります。こうした事業やサービスが連続性・一貫性をもって提供され

るよう、各機関・部局の連携体制を強化して事業を推進します。 

また、疾病予防対策として、高齢者が疾病や要介護状態に陥る危険因子について

情報を把握し、その評価を行ったうえで、個々の高齢者に対して個別的・計画的な

支援を強化します。 

 

５ 認知症高齢者支援対策の推進 

認知症高齢者が尊厳を持ちながら穏やかな生活を送ることができ、家族も安心し

て社会生活を営むためには、地域の住民が認知症について正しく理解し、地域全体

で認知症高齢者及びその家族の生活を支えていくことが必要です。 

そのために、認知症についての正しい理解の普及・啓発を促進するとともに、介

護保険サービス、介護保険外のサービス、そして地域のボランティア等によるイン

フォーマルサービスを含めた総合的な支援体制の整備を図ります。 

また、今後さらに認知症高齢者の増加が見込まれることから、市民後見人の育成

及び活用など、市における高齢者の権利擁護を充実する必要があります。 

 

６ 高齢者の積極的な社会参加 

明るく活力に満ちた超高齢社会を確立するためには、高齢者自身が地域社会の中

で、自らの経験と知識を活かして積極的な役割を果たしていくような社会づくりが

必要です。そのためには、活動的で生きがいに満ちた「活動的な 85 歳」を実現す

ることを新たな目標とし、高齢者の多様性や自発性を十分に尊重しながら、様々な

社会活動へ参加するとともに、地域づくりの担い手としても活躍していただけるよ

う支援します。 

また、高齢者の積極的な社会参加を支える生活基盤として重要な位置づけである

居住の安定を確保するために、厚生労働省と国土交通省の連携によるサービス付き

高齢者向け住宅の供給を促進（高齢者住まい法の改正）します。 
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第３節 計画の基本理念・基本方針 

 

１ 基本理念 

 

市では、市民の誰もが「人が健康で楽しく人生を過ごしていくこと」を実現するた

めに、人の自立と尊厳を維持しつつ社会で支援することを重要な位置づけとしていま

す。 

 

人口の減少とともに高齢化が進行し、高齢者ひとり暮らし世帯、高齢者のみ世帯の

増加等、近年の高齢者の生活実態の変化に対応するとともに、増え続ける介護給付費

を抑制して、介護保険制度の持続可能性を高め、明るく活力ある超高齢社会を築くた

めに、特に予防重視型システムの継続的発展が必要とされています。 

また、介護保険制度の定着化を推進するとともに、大多数を占める健康な高齢者が

心身の健康を維持し、増進を図るための保健・福祉・生涯学習などの取組みも充実さ

せる必要があります。そのため、今後も継続して、市の地域特性などに配慮したきめ

細かく多様性のある施策を実施し、高齢者保健福祉施策の一元化を進める必要があり

ます。 

 

市では、高齢者が介護や援助を必要となった場合にも、できる限り家庭や住み慣れ

た地域のなかで、その人の自己努力を基本に自立した生活を営むことができるよう、

地域、事業者、行政が一体となって支援していく地域づくりに向け、『思いやりあふ

れる健やかなまちとみおか』を基本理念として掲げ、安心して高齢期を過ごすことの

できるまちづくりに積極的に取り組んできました。 

第５期計画においても、第４期計画で定めた基本理念を継承し、計画の推進にあた

ります。 

 

 

基本理念 

思いやりあふれる 健やかなまち とみおか 
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２ 基本方針 

 

① 在宅生活を支えるための新たなサービスの展開 

地域包括ケアシステムの推進を図るため、24 時間対応の定期巡回や随時対応サービ

ス等、医療と介護の連携による柔軟なサービス提供により、ひとり暮らし高齢者や重

度の要介護者等が在宅で切れ目のないサービスが受けられるよう新たなサービスの

展開を検討します。 

 

② 効果的な介護予防事業の展開 

介護予防事業について、介護予防プログラムの対象者や内容を見直し、心身の健康

保持・増進から介護予防まで一貫した、効果的な事業展開を図ります。 

 

③ 高齢化のさらなる伸展 

高齢者ひとり暮らし世帯や認知症高齢者が増加し、高齢者を取り巻く状況は大きく

変化し、そのニーズも多様化しています。また、閉じこもり高齢者など社会的に孤立

している高齢者が少なくない実態もうかがえます。このことから、高齢者の見守り施

策を推進することが重要であり、第５期計画の重点的な施策のひとつとして推進を図

ります。 

 

 

第４節 法令等の根拠と位置づけ 

 

本計画は、老人福祉法第 20 条の 8 による規定（老人福祉計画）及び介護保険法第

117 条による規定（介護保険事業計画）に基づき策定したものであり、「富岡市総合計

画」で示された基本方針との整合性を図りつつ、その趣旨から一体的に策定したもの

です。 

 

第５節 計画の策定体制 

 

計画の策定にあたっては、多くの市民の意見を反映させるため日常生活圏域ニーズ

調査及び高齢者実態調査並びにパブリックコメントを実施しました。 

また、学識経験者、介護保険被保険者、保健・医療または福祉関係機関・団体等に

より構成される富岡市介護保険運営協議会において協議・検討を行いました。 
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第６節 計画の期間 

 

第５期計画の期間は、平成 24 年度から平成 26 年度までの 3年間とします。 

 

平成
15年度

平成
16年度

平成
17年度

平成
18年度

平成
19年度

平成
20年度

平成
21年度

平成
22年度

平成
23年度

平成
24年度

平成
25年度

平成
26年度

第5期高齢者保健福祉計画・
介護保険事業計画

第5期事業運営期間

第2期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

第2期事業運営期間
第3期高齢者保健福祉計画・
介護保険事業計画

第3期事業運営期間
第4期高齢者保健福祉計画・
介護保険事業計画

第4期事業運営期間

 

 

第７節 日常生活圏域 

第５期計画においても、第４期計画に引き続き市全体を５つの日常生活圏域と考え

地域包括支援センターの活動や地域密着型サービスの事業者指定などの基本単位と

して、基盤整備等を推進していきます。 

「日常生活圏域」の設定方法は、地理的条件や人口規模、交通事情、介護保険関連

施設等の整備状況などを考慮して決定します。そして圏域ごとに、地区における総合

相談の実施、介護予防の推進、包括的・継続的マネジメントの支援を担う中核機関で

ある「地域包括支援センター」を設置しています。また、地域密着型サービスなどを

整備し、「日常生活圏域」ごとにサービスの見込み量の設定を図っています。 

 

 

圏域名 該当地区 

①中央地域 七日市地区 富岡地区 曽木地区 黒川地区 別保地区 

②北部地域 君川地区 星田地区 黒岩地区 小野地区 

③南部地域 田篠地区 高瀬地区 額部地区 

④西部地域 一ノ宮地区 吉田地区 丹生地区 

⑤妙義地域 妙義町地区 
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第２章 高齢者・要介護（要支援）認定者の現状 

 

第１節 高齢者の現状 

 

１ 高齢者人口の推移 

総人口に占める 65 歳以上人口の構成比（高齢化率）は、平成 19 年から平成 23 年

にかけて 1.6 ポイント増加しており、着実に増加基調にあります。他の区分の構成比

が減少傾向にある中で、高齢化率のみが増加している点も特徴的です。 

 

（人） 

 平成 19 年 平成 20 年 平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 

総人口 
人数(人) 54,145 53,882 53,523 53,244 52,677 

構成比 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

0～14 歳 
人数(人) 7,388 7,264 7,128 7,032 6,849 

構成比 13.6% 13.5% 13.3% 13.2% 13.0% 

15～64 歳 
人数(人) 33,877 33,480 33,010 32,748 32,423 

構成比 62.6% 62.1% 61.7% 61.5% 61.6% 

65 歳以上 
人数(人) 12,880 13,138 13,385 13,464 13,405 

構成比 23.8% 24.4% 25.0% 25.3% 25.4% 

※各年 3月 31 日住民基本台帳人口 

 

54,145

53,882

53,523
53,244

52,67723.8%

24.4%

25.0%

25.3%
25.4%

22.5%

23.0%

23.5%

24.0%

24.5%

25.0%

25.5%

26.0%

51,500

52,000

52,500

53,000

53,500

54,000

54,500

H19 H20 H21 H22 H23

（高齢化率）（人）
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２ 高齢者の世帯状況 

高齢者のいる世帯の状況について、平成 23 年の高齢介護課の調査によると、「65

歳以上の高齢者のいる世帯」は 47.9％と、総世帯数のおよそ半数を占めています。そ

のうち「高齢単身世帯」は 1,488 世帯で、総世帯数の 7.7％となっています。 

 

 

 世帯数 構成比 

総世帯 19,299 世帯 100.0% 

65 歳以上の高齢者のいる世帯 9,242 世帯 47.9% 

(内訳) 

高齢単身世帯 1,488 世帯 7.7% 

高齢者だけの世帯(高齢

単身世帯を除く) 
2,887 世帯 15.0% 

その他世帯 4,867 世帯 25.2% 

高齢者のいない世帯 10,057 世帯 52.1% 

※高齢介護課調べ（平成 23 年 1月現在） 

 

また、平成 23 年度に実施した「富岡市日常生活圏域ニーズ調査及び高齢者の生活

実態調査」における世帯状況では、「一人暮らし世帯」が要支援認定者で 25.9％と最

も高く、その他の区分（一般高齢者及び要介護 1、2）を含めても、それぞれ 1割以上

の高齢者が一人で住んでいると回答しています。 

 

■日常生活圏域ニーズ調査（平成 23 年度） 

 

【同居の状況】 

14.4%

81.6%

0.8%

3.2%

25.9%

64.4%

5.4%

4.3%

14.1%

73.8%

9.4%

2.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一人暮らし

家族などと同居

（二世帯住宅含む）

その他

（施設入居など）

無回答

一般高齢者 要支援 要介護1・2
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【同居の家族等がいる人のうち日中ひとりになることがある割合】 

28.0%

36.3%

25.2%

10.5%

31.8%

42.5%

12.3%

13.4%

22.7%

44.1%

27.7%

5.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

よくある

たまにある

ない

無回答

一般高齢者 要支援 要介護1・2

 

 

さらに、「家族などと同居」と回答した高齢者の中で、「日中一人になることがよく

ある」という回答はいずれの区分においても 2割を超え、日中、孤立している状況に

ある高齢者が少なくないことがわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



総論 第２章 高齢者・要介護（要支援）認定者の現状 

10 

３ 日常生活圏域の状況 

人口の分布、社会資源の状況、地理的条件等を勘案し、相談・支援等、より身近な

サービスを提供する単位として、次の 5圏域を基礎的圏域として設定しています。日

常生活圏域ごとの高齢者人口等の状況は以下のとおりです。 

 

圏域名 人口(人) 高齢者人口(人) 高齢化率(％) 

①中央地域 15,769 4,474 28.4 

②北部地域 6,526 1,578 24.2 

③南部地域 12,871 2,666 20.7 

④西部地域 12,154 3,122 25.7 

⑤妙義地域 4,525 1,357 30.0 

※高齢介護課調べ（外国人登録者を除く） 平成 23 年 4月 1日現在 

 

圏域名 該当地区 

①中央地域 七日市地区 富岡地区 曽木地区 黒川地区 別保地区 

②北部地域 君川地区 星田地区 黒岩地区 小野地区 

③南部地域 田篠地区 高瀬地区 額部地区 

④西部地域 一ノ宮地区 吉田地区 丹生地区 

⑤妙義地域 妙義町地区 
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４ 高齢者の疾病状況 

「疾病分類統計表」により市の多受診疾病上位 10 位の状況をみると次のとおりと

なります。 

 

多受診疾病分類統計表（富岡市） 

順位 分類 富岡市 

入院件数（上位 10 位） 

1 脳梗塞 37 

2 その他の心疾患 33 

3 総合失調症、総合失調症型障害及び妄想性障害 32 

4 肺炎 27 

5 骨折 26 

6 その他の呼吸器系の疾患 22 

7 アルツハイマー病 17 

8 その他の消化器系の疾患 15 

9 その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 15 

10 脳内出血 13 

入院外件数（上位 10 位） 

1 高血圧性疾患 1,934 

2 その他の歯及び歯の支持組織の障害 516 

3 その他の眼及び付属器の疾患 450 

4 糖尿病 392 

5 関節症 350 

6 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患 323 

7 胃炎及び十二指腸炎 303 

8 虚血性心疾患 253 

9 脳梗塞 251 

10 脊椎障害（脊椎症を含む） 219 

※群馬県後期高齢者医療広域連合 平成 22 年 6月審査分より抜粋 

 

市の主要な多受診疾病上位10位の入院件数をみると、「脳梗塞」、「その他の心疾患」、

「総合失調症、総合失調症型障害及び妄想性障害」、「肺炎」、「骨折」の順となってい

ます。 
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５ 介護・介助が必要になった主な原因 

平成 23 年度に実施した「富岡市日常生活圏域ニーズ調査及び高齢者の生活実態調

査」の結果から、介護・介助が必要になった主な原因をみると、「高齢による衰弱」

がいずれの区分（一般高齢者、要支援、要介護 1・2）においても 2 割を超え最も高く

なっています。また、認定者では、「脳卒中（脳出血・脳梗塞等）」「骨折・転倒」の

割合も高くなっています。 

さらに近年では、認知症高齢者の増加が課題とされており、この調査結果からも、

介護・介助が必要になった原因として認知症と回答した高齢者が多く、市においても

認知症対策の充実が求められています。 

 

 

■日常生活圏域ニーズ調査（平成 23 年度） 

12.8%

14.7%

2.8%

4.6%

8.3%

5.5%

3.7%

10.1%

9.2%

7.3%

2.8%

21.1%

14.7%

1.8%

29.4%

15.6%

10.4%

3.8%

5.7%

15.1%

10.8%

2.4%

8.5%

8.0%

22.2%

7.5%

30.2%

17.5%

0.0%

6.6%

21.2%

10.4%

2.5%

2.9%

9.0%

33.8%

2.5%

9.0%

6.1%

23.4%

3.6%

30.2%

11.2%

1.1%

4.3%

0% 10% 20% 30% 40%

脳卒中（脳出血・脳梗塞等）

心臓病

がん（悪性新生物）

呼吸器の病気（肺気腫･肺炎等）

関節の病気（リウマチ等）

認知症（アルツハイマー病等）

パーキンソン病

糖尿病

視覚・聴覚障害

骨折・転倒

脊椎損傷

高齢による衰弱

その他

不明

無回答

一般高齢者 要支援 要介護1・2

 



総論 第２章 高齢者・要介護（要支援）認定者の現状 

13 

第２節 要介護（要支援）認定者の現状 

 

１ 要介護等認定者の推移 

第４期計画期間における本市の要介護等認定者数の推移は次のとおりです。 

要介護等認定者数全体の推移は、平成 21 年度から平成 23 年度にかけて 35 人増加

し、平成 23 年度は 1,953 人となっています。 

また、認定別にみると、平成 21 年度から平成 23 年度にかけて増加の多いものは、

「要支援 1」が 73 人、「要介護 4」が 37 人の増加となっています。一方、減少してい

るものは、「要支援 2」が 18 人、「要介護 3」が 104 人の減少となっています。 

 

（人） 

 

平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

計画

(a) 

実績

(b) 
b/a 

計画

(c) 

実績

(d) 
d/c 

計画

(c) 

実績

(d) 
d/c 

要支援１ 177 160 90.4% 194 211 108.8% 203 233 114.8% 

要支援２ 297 242 81.5% 321 222 69.2% 338 224 66.3% 

要介護１ 501 318 63.5% 539 298 55.3% 573 323 56.4% 

要介護２ 369 341 92.4% 413 361 87.4% 454 367 80.8% 

要介護３ 487 400 82.1% 557 336 60.3% 582 296 50.9% 

要介護４ 352 256 72.7% 399 270 67.7% 417 293 70.3% 

要介護５ 258 201 77.9% 297 217 73.1% 320 217 67.8% 

計 2,441 1,918 78.6% 2,720 1,915 70.4% 2,887 1,953 67.6% 

※介護保険事業状況報告（平成 23 年度は 9月） 
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第３節 日常生活圏域ニーズ調査及び高齢者実態調査 

 

日常生活圏域ニーズ調査とは、日常生活圏域における高齢者の生活課題に関するア

ンケート調査を行い、その結果分析等により地域の課題の内容および量的な状況を明

らかにするものです。また、高齢者実態調査とは、介護保険サービスや高齢者福祉施

策全般及び生活実態等を調査するものです。 

高齢者の自立を支援するためには、高齢者の身近なところで、自立支援に資する質

の高いサービスが提供される必要があるとともに、高齢者の真のＱＯＬ（生活の質）

の維持・向上の観点、また介護保険財政の安定のためにも、介護保険サービス、イン

フォーマルサービス、高齢者自身の取組み等により、高齢者の尊厳ある自立を支援・

実現していくことが求められています。 

 

１ 調査の概要 

 

（１）調査地域：富岡市全域 

 

（２）調査の対象者、配布件数、回収件数 

対象者 
配布 

件数 

回収 

件数 
回収率 

一般高齢者 
65 歳以上の要介護・要支援認

定を受けていない一般高齢者 
1,500 1,132 75.5% 

認定者（在宅） 
要介護・要支援認定を受けて

いる高齢者 
1,200 834 69.5% 

施設・居住系入所者 
施設・居住系施設に入所され

ている高齢者 
500 377 75.4% 

合計 3,200 2,343 73.2% 

 

（３）調査の方法：無作為抽出、郵送配布・回収 

 

（４）調査時期：平成 23 年 7 月 

 

注）「施設・居住系入所者」については高齢者実態調査のみ実施しました。 
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２ 生活機能に関する実態 

 

【現状】 

市全体の｢二次予防事業該当者｣の割合は、｢一般高齢者｣では 37.5％となっていま

す。圏域別では、妙義圏域においてやや低いものの、同程度の割合で差異はみられ

ません。 

生活機能の項目別評価では、市全体の該当者（リスクあり）の割合が、「認知予

防」において 38.3％、「うつ予防」において 28.4％と高く、「運動器」「口腔機能」

についても 2割を超え高くなっています。 

 

■二次予防事業該当者の割合 

38.5%

39.4%

36.7%

38.7%

31.3%

31.7%

37.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

中央圏域

北部圏域

南部圏域

西部圏域

妙義圏域

無回答

市全体

一般高齢者

 

 

注）二次予防事業該当者とは、要支援・要介護状態となるおそれの高い 65 歳以上の方をいいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 圏域別回答者数

中央圏域 405

北部圏域 127

南部圏域 207

西部圏域 256

妙義圏域 96

無回答 41

市全体 1,132
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■生活機能評価の割合 

11.6%

13.4%

10.1%

10.9%

16.7%

4.9%

11.6%

26.2%

22.0%

24.2%

25.4%

20.8%

22.0%

24.6%

1.5%

0.8%

0.5%

2.0%

1.0%

2.4%

1.3%

23.2%

24.4%

26.6%

21.5%

15.6%

17.1%

22.7%

9.1%

8.7%

11.1%

11.3%

17.7%

14.6%

10.9%

37.8%

40.2%

38.6%

36.3%

40.6%

43.9%

38.3%

27.4%

32.3%

31.4%

28.5%

24.0%

19.5%

28.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

中央圏域

北部圏域

南部圏域

西部圏域

妙義圏域

無回答

市全体

虚弱 運動器 栄養改善 口腔機能

閉じこもり予防 認知症予防 うつ予防
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【課題】 

一般高齢者のうち、生活機能低下がみられる二次予防事業該当者は、3 割強と高

くなっています。このため、一次予防や二次予防事業に関する取組みをより充実さ

せ、特に運動器などは、該当年齢が低いうちの参加を促進し、運動機能の維持・向

上に努める必要があります。 

また、認知症予防等の様々な項目における該当者の割合が高いことから、心身の

健康保持・増進から介護予防まで一貫した、効果的な介護予防事業の展開を図る必

要があります。 

 

 

３ 日常生活に関する実態 

 

【現状】 

「日常生活における手段的な自立度（IADL）」の低下の該当者割合は、市全体で

12.7％となっています。 

市全体の「知的能動判定」の低下の該当者割合は 34.6％、「社会的役割判定」の

低下の該当者割合は 36.8％となっています。 

市全体では、「社会的役割判定」の低下割合が最も高く、次いで「知的能動判定」、

「IADL」と続いています。 

 

■IADL（手段的日常生活動作）判定の割合 

81.0%

80.3%

80.2%

82.8%

75.0%

70.7%

80.3%

6.2%

10.2%

8.2%

2.0%

9.4%

14.6%

6.6%

5.9%

4.7%

4.3%

9.4%

6.3%

0.0%

6.1%

6.9%

4.7%

7.2%

5.9%

9.4%

14.6%

7.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央圏域

北部圏域

南部圏域

西部圏域

妙義圏域

無回答

市全体

高い やや低い 低い 非該当

 

 

 

 



総論 第２章 高齢者・要介護（要支援）認定者の現状 

18 

■知的能動判定の割合 

66.4%

55.1%

56.0%

59.4%

53.1%

48.8%

59.9%

18.5%

24.4%

17.4%

20.3%

27.1%

19.5%

20.1%

11.4%

14.2%

19.3%

15.2%

13.5%

19.5%

14.5%

3.7%

6.3%

7.2%

5.1%

6.3%

12.2%

5.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央圏域

北部圏域

南部圏域

西部圏域

妙義圏域

無回答

市全体

高い やや低い 低い 非該当

 

 

■社会的役割判定の割合 

58.0%

44.9%

55.1%

58.6%

52.1%

56.1%

55.6%

16.5%

29.1%

15.5%

21.1%

20.8%

19.5%

19.3%

18.5%

19.7%

20.8%

13.7%

16.7%

9.8%

17.5%

6.9%

6.3%

8.7%

6.6%

10.4%

14.6%

7.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中央圏域

北部圏域

南部圏域

西部圏域

妙義圏域

無回答

市全体

高い やや低い 低い 非該当
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【課題】 

要介護状態となる一つの過程として、社会的役割から低下し、知的能動、IADL と

連鎖することが考えられます。社会的役割の向上の視点で達成感や積極性をもてる

ような高齢者の社会参加の機会の促進、介護予防等の取組みを充実させ、IADL の向

上を目指すことが必要です。 

また、社会的役割や知的能動の活性につながる、趣味や生きがいは、一般高齢者

が高い率でもっていますが、要介護等認定者では低くなります。このため、健康・

体力面で不安を抱えている方に対して、個人の状況に見合った生きがい活動を促し、

自らが率先して生活の質の向上が可能となるよう支援していくシステムづくりが

求められています。 

 

 

・IADL：買い物、公共交通の利用など自らが一歩進んで行う動作で ADL よりも高い生活動作能力を判

断する尺度 

・ADL：食事、入浴、衣服の着脱といった日常的に簡単に行える動作に関する能力判定尺度 

・知的能動判定：余暇や創作などの積極的な知的能動能力を測るもの 

・社会的役割判定：地域で社会的役割をはたす能力を測るもの 
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４ 健康・疾病 

 

【現状】 

疾病の状況をみると、いずれの区分においても、「高血圧」がそれぞれ 4 割程度

と最も高くなっています。また、一般高齢者では、「筋骨格の病気（骨粗しょう症、

関節症等）」が 16.7％、「目の病気」が 13.9％と高く、要支援では、「筋骨格の病気

（骨粗しょう症、関節症等）」と「目の病気」がともに 29.9％と高くなっています。

さらに、要介護 1・2では、「認知症（アルツハイマー病等）」が 32.9％、「心臓病」

が 23.2％、「筋骨格の病気（骨粗しょう症、関節症等）」が 22.8％と高くなってい

ます。 

 

■現在治療中、または後遺症のある病気（一般 n=1,132、要支援 n=278、要介護 1・2 n=298） 

38.7%

3.8%

9.5%

11.1%

7.9%

5.3%

8.4%

4.0%

16.7%

2.1%

3.3%

1.2%

1.0%

0.7%

0.4%

13.9%

7.5%

6.4%

13.2%

11.4%

39.9%

15.5%

18.7%

11.5%

5.8%

6.8%

12.6%

7.2%

29.9%

11.9%

4.0%

1.1%

6.5%

9.0%

2.2%

29.9%

11.5%

12.9%

2.2%

7.6%

38.9%

19.8%

23.2%

14.1%

7.4%

9.4%

6.0%

5.7%

22.8%

14.4%

2.7%

1.7%

5.4%

32.9%

3.0%

18.8%

12.1%

8.4%

4.7%

5.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

高血圧

脳卒中（脳出血・脳梗塞等）

心臓病

糖尿病

高脂血症（脂質異常）

呼吸器の病気（肺炎や気管支炎等）

胃腸・肝臓・胆のうの病気

腎臓・前立腺の病気

筋骨格の病気（骨粗鬆症、関節症等

外傷（転倒・骨折等）

がん（新生物）

血液・免疫の病気

うつ病

認知症（アルツハイマー病等）

パーキンソン病

目の病気

耳の病気

その他

ない

無回答

一般高齢者 要支援 要介護1・2

 

n は回答者数を表す 
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【課題】 

疾病予防対策として、高齢者が疾病や要介護状態に陥る危険因子について情報を把

握し、その評価を行ったうえで、個々の高齢者に対して個別的・計画的な支援を強化

するとともに、介護予防の充実や健康診断に関する情報提供、健康教育・相談等に関

する周知など、健康増進や疾病予防の取組みをより充実させていく必要があります。 

また、介護サービス提供事業者や医療機関などと連携を図り、健康や日常生活につ

いての相談など、包括的な支援が必要です。 

さらに、今後、ますます認知症高齢者の増加が予想され、認知症への対応と高齢者

の権利擁護に努める必要があります。 

 

 

５ 介護の状況 

 

【現状】 

介護・介助者は主に配偶者が多く、また、介護・介助者の年齢は 65 歳以上の割合

が高く、高齢者が高齢者を介護する「老老介護」の実態がうかがえます。 

 

■主な介護・介助者（一般 n=1,097、要支援 n=103、要介護 1・2 n=40） 

25.7%

2.9%

17.1%

0.0%

0.0%

8.6%

2.9%

20.0%

22.9%

12.6%

4.6%

12.6%

6.9%

0.0%

0.6%

21.7%

5.7%

35.4%

18.6%

7.4%

10.1%

13.6%

0.4%

0.8%

9.7%

5.8%

33.7%

0% 10% 20% 30% 40%

配偶者（夫・妻）

息子

娘

子の配偶者

孫

兄弟・姉妹

介護サービスのヘルパー

その他

無回答

一般高齢者 要支援 要介護1・2
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■主な介護・介助者の年齢（一般 n=1,097、要支援 n=103、要介護 1・2 n=40） 

22.9%

17.1%

22.9%

2.9%

34.3%

50.3%

12.6%

14.3%

6.9%

16.0%

53.5%

12.4%

13.6%

9.3%

11.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

65歳未満

65～74歳

75～84歳

85歳以上

無回答

一般高齢者 要支援 要介護1・2

 

 

【課題】 

ひとり暮らし高齢者世帯や高齢者のみ世帯の増加とあわせ、「老老介護」の実態な

どから、見守り体制、介護者への支援体制の充実が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富岡市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画 

各 論 Ⅰ 高齢者保健福祉計画 
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第１章 高齢者保健福祉施策 

 

第１節 保健サービスの利用状況 

 

１ 健康手帳 

健康診査等の結果やその他健康・医療に関する市民自らの情報について、健康手

帳に記録をすることにより、健康管理や健康づくりに役立てるものです。 

40 歳以上の希望者や保健事業利用者に配布しています。 

 

 H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 

新規交付者数（人） 300 499 627 441 229 

 

２ 健康教育 

生活習慣病の予防など健康についての知識を習得し、実践に結びつけることによ

り、健康づくりに役立てるものです。 

市民からの要望、その他健康づくりに必要と思われる内容で、専門職員が講話・

実技指導などを実施しています。 

 

 H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 

実施回数（回） 129 181 163 139 170 

延べ受講者数（人） 2,168 2,488 1,332 1,395 2,447 

 

３ 健康相談 

心身の健康に関して相談することにより、不安や悩みの軽減や自らの健康づくり

に役立てます。保健師・栄養士などが対処法・予防法などについて一緒に考えます。 

保健センターや公民館などで実施しています。また、電話相談も受け付けていま

す。 

 

■総合健康相談 

 H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 

実施回数（回） 62 165 201 181 57 

延べ件数（件） 87 711 883 736 534 

 

■病態別健康相談 

 H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 

実施回数（回） 108 132 118 86 111 

延べ件数（件） 750 927 480 425 741 
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４ 健康診査等 

健康診査等を受診することにより、生活習慣病やその危険因子などの早期発見に

役立ちます。また、その結果を活用することにより、早期受診や生活習慣の見直し、

健康づくりにつながります。 

市民の利便性を配慮し、受診しやすい体制づくりに努めています。 

 

■特定健康診査 （対象者：40～74 歳の国民健康保険加入者） 

 H20 年度 H21 年度 H22 年度 

対象者数（人） 10,588 10,670 10,434 

受診者数（人） 4,577 5,226 4,916 

受診率（％） 43.2 49.0 47.1 

 

■健康診査 （対象者：75 歳以上） 

 H20 年度 H21 年度 H22 年度 

対象者数（人） 6,825 7,613 7,730 

受診者数（人） 2,667 2,812 2,759 

受診率（％） 39.1 36.9 35.7 

 

■胃がん検診 （対象者：40 歳以上） 

 H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 

対象者数（人） 19,144 18,836 19,112 19,313 19,313 

受診者数（人） 2,798 2,648 2,546 2,594 2,575 

受診率（％） 14.6 14.1 13.3 13.4 13.3 

 

■大腸がん検診 （対象者：40 歳以上） 

 H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 

対象者数（人） 19,144 18,836 19,112 19,313 19,313 

受診者数（人） 3,501 3,258 3,244 3,537 3,558 

受診率（％） 18.3 17.3 17.0 18.3 18.4 

 

■乳がん検診 （対象者：40 歳以上） 

 H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 

対象者数（人） 5,776 5,577 5,644 5,700 5,700 

受診者数（人） 1,690 1,537 1,632 1,929 1,819 

受診率（％） 29.3 27.6 28.9 33.8 31.9 

※対象者数については隔年実施のため該当者の半数とする。 
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■子宮がん検診 （対象者：20 歳以上） 

 H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 

対象者数（人） 6,983 6,691 6,725 6,749 6,749 

受診者数（人） 1,954 1,933 1,910 2,213 2,090 

受診率（％） 28.0 28.9 28.4 32.8 31.0 

※対象者数については隔年実施のため該当者の半数とする。 

 

５ 訪問指導 

心身の健康について訪問が必要と思われる人に、家庭へ伺い相談を行っています。 

保健師などが対処法・予防法などについて一緒に考え、不安や悩みの軽減を図る

など支援を行っています。 

 

 H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 

延べ件数（件） 582 131 40 135 69 

 

 

第２節 福祉サービス等の利用状況 

 

１ 老人クラブ補助事業 

老人クラブは、永年にわたって培ってきた知識や経験を生かし、ボランティア活

動をはじめとして、各種交流会・健康づくりを兼ねたスポーツ大会など多様な社会

活動を展開している地域組織です。 

 

 H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 

クラブ数（クラブ） 63 57 55 48 43 

会員数（人） 3,521 3,200 3,076 2,727 2,470 

 

２ シルバー人材センター運営費補助事業 

シルバー人材センターは、定年退職後等において、臨時的かつ短期的又はその他

の軽易な業務に係る就業を通じて自己の労働能力を活用し、自らの生きがいの充実

や社会参加を希望する高年齢者の就業機会の増大と福祉の増進を図るとともに、高

年齢者の能力を生かした活力ある地域社会づくりに寄与することを目的としてい

ます。 

 

 H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 

登録者数（人） 369 407 412 355 339 

活動実人数（人） 317 336 321 294 291 

活動回数（回） 39,588 41,704 35,431 31,845 32,437 
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３ 高齢者スポーツ大会の開催 

各種スポーツ大会は高齢者の健康の保持増進と、相互交流及び高齢者スポーツの

輪を広げることを目的としています。活動内容としては、各地域の老人クラブ会員

が代表者を選出して、ゲートボール・ペタンク・スマイルボーリング・輪投げ・グ

ランドゴルフの大会などを開催しています。 

 

４ 高齢者デイサービス事業 

高齢者デイサービス事業は、介護保険対象外でおおむね 65 歳以上の在宅の虚弱

高齢者に対し、通所により健康のための生活習慣に関する助言やレクリエーション、

健康チェック、入浴サービス、給食サービスなどを提供し、虚弱高齢者の自立的生

活の支援、社会的孤立感の解消を図るとともに、虚弱高齢者の福祉の向上を図るこ

とを目的としています。 

 

 H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 

実施施設数（施設） 1 2 10 9 8 

延べ利用者数（人） 451 314 276 419 985 

利用実人数（人） 11 10 19 22 39 

 

５ 高齢者ホームヘルパー派遣事業 

高齢者ホームヘルパー派遣事業は、介護保険対象外でおおむね 65 歳以上の日常

生活を営むのに支障がある虚弱高齢者の家庭にホームヘルパーを派遣し、調理・衣

類の洗濯・住居等の清掃・整理整頓・生活必需品の買い物等の援助を行っています。 

 

 H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 

延べ利用者数（人） 1,068 977 901 1,002 1,252 

利用実人数（人） 32 35 34 35 49 

 

６ 高齢者安否・緊急通報装置設置事業 

高齢者安否・緊急通報装置設置事業は、ひとり暮らしの虚弱高齢者が、急病や災

害等の緊急事態に敏速な対応が出来るよう通報装置を貸与することにより、高齢者

の生活不安の解消、及び人命の安全を確保するとともに、在宅福祉の向上を図るこ

とを目的としています。 

 

 H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 

利用実人数（人） 187 193 199 196 198 
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７ 在宅ねたきり高齢者等布団丸洗い事業 

在宅ねたきり高齢者等布団丸洗い事業は、在宅ねたきり高齢者等に対し布団の丸

洗い事業を実施し、療養生活の快適化と介護者の負担を軽減し、高齢者福祉の向上

を図ることを目的としています。 

 

 H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 

利用実人数（人） 19 18 15 8 10 

 

８ 在宅ねたきり高齢者等介護慰労金支給事業 

在宅ねたきり高齢者等介護慰労金支給事業は、介護保険の要介護認定「要介護４」、

「要介護５」に該当するねたきり高齢者又は認知症高齢者を居宅において６ヶ月以

上継続して介護している人に介護慰労金を支給することにより、介護者の労をねぎ

らうとともに、高齢者福祉の増進を図ることを目的としています。 

 

 H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 

利用実人数（人） 75 72 72 77 73 

 

９ 在宅ねたきり高齢者等紙おむつ購入費扶助事業 

在宅ねたきり高齢者等紙おむつ購入費扶助事業は、在宅で寝たきりの状態が６ヶ

月以上経過している高齢者又は、在宅で認知症の状態が６ヶ月以上経過している高

齢者に対し、紙おむつ購入費の一部を扶助し、併せて介護者の経済的負担の軽減を

図ることを目的とします。 

 

 H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 

利用実人数（人） 45 60 49 48 44 

 

１０ 高齢者あん摩マッサージ指圧、はり及びきゅう施術料扶助事業 

高齢者あん摩マッサージ指圧、はり及びきゅう施術料扶助事業は、7O 歳以上の高

齢者に対し、身体に障害を持つ施術者が行う、あん摩マッサージ指圧、はり及びき

ゅうの施術料の一部を扶助しています。 

 

 H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 

延べ利用者数（人） 315 384 429 397 360 

利用実人数（人） 116 134 137 135 113 
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１１ 在宅高齢者短期入所事業 

在宅高齢者短期入所事業は、冠婚葬祭等の家族の都合により、家庭での生活が困

難な介護保険対象外の虚弱高齢者が、一時的に養護老人ホーム等に短期入所して日

常生活上の世話が受けられます。 

 

 H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 

延べ利用日数（日） 4 17 22 23 47 

利用実人数（人） 1 3 5 2 7 
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第３節 施策体系 

 

第５期計画の高齢者保健福祉計画の施策体系図は以下のとおりになります。 

 

１　健康づくりの推進
１　健康づくりの推進

①　健康手帳の活用

②　健康教育

③　健康相談

④　健康診査等の充実

⑤　訪問指導

２　地域に根ざした健康づくりの推進
２　地域に根ざした健康づくりの推進

①　健康づくりのための環境整備

３　総合的マネジメントシステムの充実
３　総合的マネジメントシステムの充実

①　地域包括支援センターの充実

②　認知症高齢者支援の充実

③　独居高齢者の見守り体制の充実

④　家族介護支援の充実

⑤　高齢者の権利擁護の推進

４　地域福祉活動の推進
４　地域福祉活動の推進

①　地域の支え合いの推進

②　ボランティア活動への支援

③　社会福祉協議会との連携強化

５　地域生活を支える支援の充実
５　地域生活を支える支援の充実

①　生活支援サービスの充実

②　生きがいづくりの充実
 

 



各論Ⅰ 高齢者保健福祉計画 第１章 高齢者保健福祉施策 

30 

第４節 高齢者保健福祉施策の展開 

 

１ 健康づくりの推進 

高齢者の増加とともに、疾病全体に占めるがんの割合は高く、心疾患、脳血管疾

患、糖尿病等の生活習慣病の割合は急増しており、これに伴って要介護者も増加し

ています。 

健康を増進し、壮年期死亡を減少させ、認知症や寝たきりにならない状態で生活

できる期間（健康寿命）を延伸していくために、疾病の発症を予防する「一次予防」

に重点をおいた対策を推進することが極めて重要になってきています。 

本市では、市民一人ひとりが自らの健康づくりに積極的に取組み、地域で安心し

て生活できるよう、健康づくり施策を推進していきます。 

 

施策体系 

１　健康づくりの推進
１　健康づくりの推進

①　健康手帳の活用

②　健康教育

③　健康相談

④　健康診査等の充実

⑤　訪問指導
 

施策の展開 

 

① 健康手帳の活用 

健康についての記録をつけることにより、自分のからだの経時的変化を知るなど、

健康管理に役立てるために、健康手帳の活用の促進を図ります。 

 

② 健康教育 

市民が健康について知りたいことや要望などを取り入れ、それに即した情報の提

供をします。 

 

③ 健康相談 

心やからだの悩み、健康診査の結果についてなど、不安の解消や健康管理のため

に健康相談を実施します。 
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④ 健康診査等の充実 

メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の要因となっている生活習慣の予

防及び高血圧や脂質異常症、糖尿病などの有病者・予備群を減少させることを目的

として特定健康診査を実施し、生活習慣病のリスクがある方には特定保健指導を行

います。また、疾病の早期発見や自己の健康管理のための健康診査、各種がん検診

等を充実します。 

 

⑤ 訪問指導 

健康管理において、訪問が必要な人やその家族と家庭での相談等を実施します。 
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２ 地域に根ざした健康づくりの推進 

地域に根ざした疾病の予防や健康の維持・増進を積極的に図るため、市民一人ひ

とりのみならず、地域の健康づくり活動のリーダーや関係機関・団体等が連携し、

健康づくりに関する知識の普及・啓発等を行います。また、市民の交流事業等を通

じ、コミュニケーションを深めながら健康づくりの意識高揚に努めます。 

 

施策体系 

２　地域に根ざした健康づくりの推進
２　地域に根ざした健康づくりの推進

①　健康づくりのための環境整備
 

施策の展開 

 

① 健康づくりのための環境整備 

地域に根ざした健康づくりの活動を推進するため、保健推進員、食生活改善推進

員、保健事業ボランティア等の育成・活用を図ります。また、市の特徴を捉えた健

康教育、スポーツ活動、講演会の開催、市民の話し合いの場の創造等、保健・医療・

福祉等の関係機関と連携・協働した取組みを推進します。 
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３ 総合的マネジメントシステムの充実 

高齢者が住み慣れた地域や家庭で自立した生活が継続できるようにするため、地

域の保健・医療・福祉の関係機関が連携を図ることがますます重要となっています。 

本市では、地域包括支援センターが中心となり、保健センター、医療機関、各種

団体、地域住民、ボランティア組織等との連携をさらに強化し、マネジメントシス

テムの充実を図ります。 

 

施策体系 

３　総合的マネジメントシステムの充実
３　総合的マネジメントシステムの充実

①　地域包括支援センターの充実

②　認知症高齢者支援の充実

③　独居高齢者の見守り体制の充実

④　家族介護支援の充実

⑤　高齢者の権利擁護の推進
 

施策の展開 

 

① 地域包括支援センターの充実 

超高齢社会の本格的到来によって、高齢者の介護や生活など、暮らし全般にわた

るニーズはますます増大かつ多様化、高度化しています。地域包括支援センターは、

高齢者の心身の健康維持・増進や生活の安定、保健・福祉・医療の向上、権利擁護、

虐待防止など様々な課題に対して、地域における総合的なマネジメントを担ってい

るため、これらの課題解決に向けた取組みをより充実させていきます。 

 

② 認知症高齢者支援の充実 

認知症高齢者と家族が、住み慣れた家庭や地域で安心して暮らすことができ、ま

た、認知症の高齢者自身は尊厳を保ちながら穏やかな生活を送り、家族も安心して

社会生活を営むことができるよう求められており、認知症予防対策も含め、認知症

高齢者の権利擁護及び介護者への支援体制を充実させていきます。 

 

③ 独居高齢者等の見守り体制の充実 

高齢者ひとり暮らし世帯や認知症高齢者等の要援護者が増加しているため、見守

り活動など、地域における住民の主体的な支え合い活動の支援を強化していきます。 
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④ 家族介護支援の充実 

高齢者の多くは在宅での生活を希望しているので、高齢者が介護や支援を必要と

する状態になっても安心して住み慣れた地域で生活を送ることができるよう、在宅

介護支援サービスを充実させていきます。また、高齢者のみ世帯の増加により、高

齢者が高齢者を介護する老老介護の実態もあるため、介護者の不安や負担感が軽減

するよう、介護方法などに関する情報提供や心身の疲労を取り除くための支援をし

ていきます。 

 

⑤ 高齢者の権利擁護の推進 

高齢者の尊厳が守られる社会を構築するため、高齢者の虐待防止や権利擁護の推

進を図っていきます。 
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４ 地域福祉活動の推進 

高齢化社会を迎え、高齢者の多くは、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるこ

とを望んでいます。そのために、地域の人たちやボランティア、NPO 法人等の関係

機関・団体、福祉サービス提供事業所、行政などが連携し、制度による福祉サービ

スの利用だけでなく、地域とのつながりを大切にし、お互いに支え合う住みよいま

ちづくりを推進していきます。 

 

施策体系 

４　地域福祉活動の推進
４　地域福祉活動の推進

①　地域の支え合いの推進

②　ボランティア活動への支援

③　社会福祉協議会との連携強化
 

施策の展開 

 

① 地域の支え合いの推進 

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、要援護者の把握や見守り等、

地域に身近な場所で支え合いの関係をつくり、問題の発見や援助をサポートしてい

きます。 

 

② ボランティア活動への支援 

ボランティア活動は、地域福祉の推進のための重要な役割を担っており、市民の

ボランテイア活動への参加意欲を実際の活動につなげるため、活動の推進拠点とし

てのボランティアセンターに対する支援の充実を図ります。 

また、健康な高齢者が社会の重要な担い手として尊敬され、その能力を活かして

社会的役割をもって生活できるよう高齢者ボランティアの組織化・活性化を支援し

ていきます。 

 

③ 社会福祉協議会との連携強化 

社会福祉法の理念に基づき、地域福祉推進の中心的な役割を担う社会福祉協議会

に対して、事業推進と調整力の強化に向けた支援を行います。 
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５ 地域生活を支える支援の充実 

高齢者が住み慣れた地域で自立し、安心して日常生活や社会生活が送れるよう、

生活の質の向上を目指すとともに、多様な福祉サービスの展開を図ります。 

 

施策体系 

５　地域生活を支える支援の充実
５　地域生活を支える支援の充実

①　生活支援サービスの充実

②　生きがいづくりの充実
 

施策の展開 

 

① 生活支援サービスの充実 

本市では、生活支援サービスとして「高齢者ホームヘルパー派遣事業」「高齢者

安否・緊急通報装置設置事業」「在宅ねたきり高齢者等布団丸洗い事業」などを行

っています。 

これらのサービスは、住みなれた地域で自立した生活を送るため、生活の質の向

上を目指し、日常生活支援としてサービスを提供しています。 

 

・高齢者デイサービス事業 

・高齢者ホームヘルパー派遣事業 

・高齢者安否・緊急通報装置設置事業 

・在宅ねたきり高齢者等布団丸洗い事業 

・在宅ねたきり高齢者等介護慰労金支給事業 

・在宅ねたきり高齢者等紙おむつ購入費扶助事業 

・高齢者あん摩マッサージ指圧、はり及びきゅう施術料扶助事業 

・在宅高齢者短期入所事業 

 

② 生きがいづくりの充実 

高齢者が豊かな生活を送るためには、退職した後も、地域の中で生きがいをもっ

て様々な分野に参画していくことが大切です。 

高齢者がこれまで培ってきた知識や経験などを地域で生かすことができる場や

生涯学習、就労支援、老人クラブ活動等の社会参加を促進するとともに、地域の人々

と交流し、ともに活動できる場の創出を支援していきます。 

 

・老人クラブ活動等への支援 

・シルバー人材センターへの支援 

・生涯学習、スポーツの推進 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富岡市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画 

各 論 Ⅱ 介護保険事業計画 
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第１章 介護保険事業の現状 

 

第１節 給付実績の現状 

 

１ サービス受給者数の推移 

サービス受給者数の推移は次のとおりです。 

平成 21 年度から平成 23 年度にかけて、居宅サービスの受給者はやや減少傾向にあ

り、施設サービスの受給者はほぼ横ばい傾向にあり、地域密着型サービスの受給者は

増加傾向にあります。 

（人、％） 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

居宅サービス受給者 13,775 13,629 13,434 

対前年比（％） － 98.9 98.6 

 

要支援１ 1,291 1,582 1,864 

要支援２ 2,550 2,332 2,152 

要介護１ 3,283 2,641 2,580 

要介護２ 2,591 2,934 2,876 

要介護３ 2,478 2,187 1,910 

要介護４ 999 1,192 1,388 

要介護５ 583 761 664 

地域密着型サービス受給者 

対前年比（％） 

1,285 1,274 1,438 

－ 99.1 112.9 

施設サービス受給者 5,618 5,675 5,736 

対前年比（％） － 101.0 101.1 

 

介護老人福祉施設 2,467 2,459 2,448 

介護老人保健施設 2,042 2,398 2,590 

介護療養型医療施設 1,109 818 698 

※介護保険事業状況報告 平成 23 年度は見込値 
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２ サービス給付費の推移 

介護給付費の推移は次のとおりです。 

平平成 21 年度から平成 23 年度にかけて、居宅サービス費、施設サービス費はほぼ

横ばい傾向にあり、地域密着型サービス費は増加傾向となっています。 

 

（千円、％） 

介護給付 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 

居宅サービス費 1,245,060 1,245,477 1,224,968 

対前年比（％） － 100.0 98.4 

地域密着型サービス費 

対前年比（％） 

304,545 299,195 329,351 

－ 98.2 110.1 

施設サービス費 1,453,440 1,478,194 1,517,822 

対前年比（％） － 101.7 102.7 

 

介護老人福祉施設 568,342 582,555 596,731 

介護老人保健施設 501,116 620,744 678,244 

介護療養型医療施設 383,980 274,894 242,847 

※介護保険事業状況報告 平成 23 年度は見込値 

 

介護予防給付費の推移は次のとおりです。 

平成 21 年度から平成 23 年度にかけて、居宅介護予防サービス費は、ほぼ横ばい傾

向にあり、地域密着型介護予防サービス費は減少傾向にあります。 

 

（千円、％） 

介護予防給付 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

居宅介護予防サービス費 159,915 160,160 159,129 

対前年比（％） － 100.2 99.4 

地域密着型介護予防サービス費 6,987 2,182 905 

対前年比（％） － 31.2 41.5 

※介護保険事業状況報告 平成 23 年度は見込値 
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第２節 サービス基盤の現状 

本市における、平成 23 年 10 月現在のサービス基盤の現状は以下のとおりになりま

す。 

サービスの種類 単位 中央地域 北部地域 南部地域 西部地域 妙義地域 合計 

居宅サービス 定員数 204 125 159 120 45 653 

施設数 10 5 8 5 3 31 

 通所介護 定員数 144 35 80 50 40 349 

 施設数 6 2 4 2 2 16 

 通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 定員数 20 80 60 60 － 220 

 施設数 1 2 1 1 － 5 

 短期入所生活介護 定員数 40 － 15 － 5 60 

 施設数 2 － 2 － 1 5 

 短期入所療養介護 定員数 － 10 4 10 － 24 

 施設数 1 1 1 2 － 5 

地域密着型サービス 定員数 27 43 52 18 43 183 

施設数 2 3 3 2 3 13 

 認知症ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 定員数 27 18 27 18 18 108 

 施設数 2 2 2 2 2 10 

 

 

小規模多機能ﾎｰﾑ 定員数 － 25 25 － 25 75 

施設数 － 1 1 － 1 3 

施設サービス 定員数 98 100 230 200 50 678 

施設数 2 1 3 3 1 10 

 介護老人福祉施設 定員数 50 － 130 － 50 230 

 施設数 1 － 2 － 1 4 

 介護老人保健施設 定員数 48 100 100 100 － 348 

 施設数 1 1 1 2 － 5 

 介護療養型医療施設 定員数 － － － 100 － 100 

 施設数 － － － 1 － 1 

有料老人ﾎｰﾑ 定員数 71 80 － 52 － 203 

施設数 3 1 － 2 － 6 

ｹｱﾊｳｽ 定員数 － － 60 － － 60 

施設数 － － 1 － － 1 

養護老人ﾎｰﾑ 定員数 － － 60 － － 60 

施設数 － － 1 － － 1 

合計 定員数 400 348 561 390 138 1,837 

施設数 17 10 16 12 7 62 
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第２章 介護保険事業計画の概要 

 

第１節 人口及び被保険者数の推計 

計画期間における総人口、高齢者人口の推計は次のとおりとなります。 

総人口は減少しますが、高齢者人口は増加し、着実に高齢化が進展するものと見込

まれます。高齢化率の推移は、毎年およそ 1.0 ポイントの上昇率であり、目標年度で

ある平成 26 年度の高齢化率は 28.0％になるものと推計されます。 

 

（人、％） 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

総人口 52,326 51,801 51,315 

65～74 歳 6,337 6,631 7,006 

75 歳以上 7,330 7,346 7,365 

合計 13,667 13,977 14,371 

高齢化率 26.1% 27.0% 28.0% 

※コーホート変化率法による 
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第２節 要介護（要支援）認定者数の推計 

 

認定者数の推計値は、平成24年度から平成25年度にかけてはほぼ横ばいで推移し、

その後は増加し、平成 26 年度には 2,033 人になることが見込まれています。認定者

数では、平成 24 年度から平成 26 年度にかけて合計で 56 人の増加となっています。 

 

（人） 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

要支援１ 239 280 330 

要支援２ 204 194 190 

要介護１ 317 301 307 

要介護２ 375 372 388 

要介護３ 270 211 171 

要介護４ 343 376 410 

要介護５ 229 230 237 

合計 1,977 1,964 2,033 

第１号被保険者数 13,667 13,977 14,371 

認定率 14.5% 14.1% 14.1% 

※厚生労働省ワークシートによる 

※認定率は 1号被保険者数に対する 1号被保険者及び 2号被保険者の認定者数の割合 

 

 

※H21 年度～H23 年度は介護保険事業状況報告（H23 年度は 9月）H24 年度以降は推計値 
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第３章 介護給付等対象サービスの計画 

 

第１節 居宅サービス 

居宅介護等サービスの利用見込みは次のとおりです。 

利用見込みにあたっては、実績、利用者数の増加、サービスの利用意向等を勘案し

ました。 

 

１ 介護予防支援・居宅介護支援 

 

・第 4期計画の実績 

「予防給付」は、平成 21 年度から平成 23 年度にかけては、やや増加傾向にあり

ます。「介護給付」については、年々減少傾向にあります。 

 

(延人/年、％) 

  第 4 期計画 

  平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

予防給付 
実績値 3,750 3,807 3,918 

前年比 ― 101.5  102.9  

介護給付 
実績値 9,441 9,291 8,960 

前年比 ― 98.4  96.4  

※介護保険事業状況報告 平成 23 年度は見込値。以下すべて同様。 

 

・第 5期計画のサービス量推計 

上記サービス利用の推移を勘案し、第 5期計画期間のサービス量を次のとおり推

計しました。目標年度のサービス量は、「介護給付」が 10,884 延人/年、「予防給付」

が 4,884 延人/年となります。 
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２ 訪問介護 

 

・第 4期計画の実績 

「予防給付」は、平成 21 年度から平成 23 年度にかけては、やや増加傾向にあり

ます。「介護給付」については、年々減少傾向にあります。 

 

(延人/年、％) 

  第 4 期計画 

  平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

予防給付 
実績値 1,360 1,389 1,482 

前年比 ― 102.1  106.7  

介護給付 
実績値 2,268 2,073 1,968 

前年比 ― 91.4  94.9  

 

 

・第 5期計画のサービス量推計 

上記サービス利用の推移を勘案し、第 5期計画期間のサービス量を次のとおり推

計しました。目標年度のサービス量は、「介護給付」が 2,508 延人/年、「予防給付」

が 1,694 延人/年となります。 
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３ 訪問入浴介護 

 

・第 4期計画の実績 

「予防給付」は、平成 21 年度から平成 23 年度にかけては、やや増加傾向にあり

ます。「介護給付」については、年々減少傾向にあります。 

 

(延人/年、％) 

  第 4 期計画 

  平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

予防給付 
実績値 0 9 10 

前年比 ― ― 111.1 

介護給付 
実績値 289 254 230 

前年比 ― 87.9 90.6 

 

 

・第 5期計画のサービス量推計 

上記サービス利用の推移や直近のサービス利用量を勘案し、第 5期計画期間のサ

ービス量を次のとおり推計しました。目標年度のサービス量は、「介護給付」が 435

延人/年、「予防給付」が 24 延人/年となります。 
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４ 訪問看護 

 

・第 4期計画の実績 

「予防給付」は、平成 21 年度から平成 22 年度は増加しましたが、その後は減少

しています。「介護給付」については、年々減少傾向にあります。 

 

(延人/年、％) 

  第 4 期計画 

  平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

予防給付 
実績値 142 165 136 

前年比 ― 116.2  82.4  

介護給付 
実績値 1,187 1,120 1,074 

前年比 ― 94.4  95.9  

 

 

・第 5期計画のサービス量推計 

上記サービス利用の推移や直近のサービス利用量を勘案し、第 5期計画期間のサ

ービス量を次のとおり推計しました。目標年度のサービス量は、「介護給付」が 1,500

延人/年、「予防給付」が 180 延人/年となります。 
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５ 訪問リハビリテーション 

 

・第 4期計画の実績 

「予防給付」、「介護給付」ともに利用実績が少ない状況にあります。 

 

(延人/年、％) 

  第 4 期計画 

  平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

予防給付 
実績値 0 0 0 

前年比 ― ― ― 

介護給付 
実績値 4 0 0 

前年比 ― 0.0 ― 

 

 

・第 5期計画のサービス量推計 

上記サービス利用の推移や直近のサービス利用量を勘案し、第５期計画期間のサ

ービス量は見込まないこととしました。 
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６ 通所介護 

 

・第 4期計画の実績 

「予防給付」は、平成 21 年度から平成 22 年度は減少しましたが、その後は増加

しています。「介護給付」については、平成 21 年度から平成 22 年度は増加し、そ

の後は減少しています。 

 

(延人/年、％) 

  第 4 期計画 

  平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

予防給付 
実績値 1,789 1,763 1,806 

前年比 ― 98.5  102.4  

介護給付 
実績値 5,026 5,190 5,154 

前年比 ― 103.3  99.3  

 

 

・第 5期計画のサービス量推計 

上記サービス利用の推移や直近のサービス利用量を勘案し、第 5期計画期間のサ

ービス量を次のとおり推計しました。目標年度のサービス量は、「介護給付」が 5,727

延人/年、「予防給付」が 1,949 延人/年となります。 
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７ 通所リハビリテーション 

 

・第 4期計画の実績 

「予防給付」は、平成 21 年度から平成 23 年度にかけて、ほぼ横ばいで推移して

います。「介護給付」については、年々減少傾向にあります。 

 

(延人/年、％) 

  第 4 期計画 

  平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

予防給付 
実績値 880 885 882 

前年比 ― 100.6  99.7  

介護給付 
実績値 2,728 2,529 2,308 

前年比 ― 92.7  91.3  

 

 

・第 5期計画のサービス量推計 

上記サービス利用の推移や直近のサービス利用量を勘案し、第 5期計画期間のサ

ービス量を次のとおり推計しました。目標年度のサービス量は、「介護給付」が 3,128

延人/年、「予防給付」が 975 延人/年となります。 
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８ 居宅療養管理指導 

 

・第 4期計画の実績 

「予防給付」は、平成 21 年度から平成 23 年度にかけて、やや増加しています。

「介護給付」については、平成 21 年度から平成 22 年度にかけて増加したものの、

その後は減少しています。 

 

(延人/年、％) 

  第 4 期計画 

  平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

予防給付 
実績値 9 10 12 

前年比 ― 111.1  120.0  

介護給付 
実績値 183 226 202 

前年比 ― 123.5  89.4  

 

 

・第 5期計画のサービス量推計 

上記サービス利用の推移や直近のサービス利用量を勘案し、第 5期計画期間のサ

ービス量を次のとおり推計しました。目標年度のサービス量は、「介護給付」が 363

延人/年、「予防給付」が 18 延人/年となります。 
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９ 短期入所生活介護 

 

・第 4期計画の実績 

「予防給付」は、平成 21 年度から平成 22 年度にかけて増加したものの、その後

は減少しています。「介護給付」については、年々減少傾向にあります。 

 

(延人/年、％) 

  第 4 期計画 

  平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

予防給付 
実績値 67 99 68 

前年比 ― 147.8  68.7  

介護給付 
実績値 1,718 1,603 1,356 

前年比 ― 93.3  84.6  

 

 

・第 5期計画のサービス量推計 

上記サービス利用の推移や直近のサービス利用量を勘案し、第 5期計画期間のサ

ービス量を次のとおり推計しました。目標年度のサービス量は、「介護給付」が 2,811

延人/年、「予防給付」が 186 延人/年となります。 
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１０ 短期入所療養介護 

 

・第 4期計画の実績 

「予防給付」は、平成 21 年度から平成 22 年度にかけて増加したものの、その後

は減少しています。「介護給付」については、年々増加傾向にあります。 

 

(延人/年、％) 

  第 4 期計画 

  平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

予防給付 
実績値 29 32 24 

前年比 ― 110.3  75.0  

介護給付 
実績値 614 694 786 

前年比 ― 113.0  113.3  

 

 

・第 5期計画のサービス量推計 

上記サービス利用の推移や直近のサービス利用量を勘案し、第 5期計画期間のサ

ービス量を次のとおり推計しました。目標年度のサービス量は、「介護給付」が 826

延人/年、「予防給付」が 84 延人/年となります。 
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１１ 特定施設入居者生活介護 

 

・第 4期計画の実績 

「予防給付」は、年々増加傾向にあります。「介護給付」については、年々減少

傾向にあります。 

 

(延人/年、％) 

  第 4 期計画 

  平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

予防給付 
実績値 78 116 126 

前年比 ― 148.7 112.1 

介護給付 
実績値 562 502 440 

前年比 ― 89.3 86.9 

 

 

・第 5期計画のサービス量推計 

上記サービス利用の推移や直近のサービス利用量、基盤整備予定等を勘案し、第

5 期計画期間のサービス量を次のとおり推計しました。目標年度のサービス量は、

「介護給付」が 672 延人/年、「予防給付」が 163 延人/年となります。 

 

(延人/年) 

 
 

平成 21 

年 度 

平成 22 

年 度 

平成 23 

年 度 

平成 24 

年 度 

平成 25 

年 度 

平成 26 

年 度 

予防給付 計 78 116 126 132 145 163 

 要支援 1 8 32 80 84 100 116 

 要支援 2 70 84 46 48 45 47 

介護給付 計 562 502 440 564 612 672 

 要介護 1 189 123 110 132 144 156 

 要介護 2 72 93 54 72 84 96 

 要介護 3 103 112 114 120 108 108 

 要介護 4 145 104 110 168 192 216 

 要介護 5 53 70 52 72 84 96 
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１２ 福祉用具貸与 

 

・第 4期計画の実績 

「予防給付」、「介護給付」ともに年々増加傾向にあります。 

 

(延人/年、％) 

  第 4 期計画 

  平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

予防給付 
実績値 554 740 856 

前年比 ― 133.6  115.7  

介護給付 
実績値 4,259 4,364 4,462 

前年比 ― 102.5  102.2  

 

 

・第 5期計画のサービス量推計 

上記サービス利用の推移や直近のサービス利用量を勘案し、第 5期計画期間のサ

ービス量を次のとおり推計しました。目標年度のサービス量は、「介護給付」が 4,553

延人/年、「予防給付」が 819 延人/年となります。 
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１３ 特定福祉用具販売 

 

・第 4期計画の実績 

「予防給付」、「介護給付」ともに、平成 21 年度から平成 22 年度にかけて増加し、

その後は減少しています。 

 

(延人/年、％) 

  第 4 期計画 

  平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

予防給付 
実績値 38 39 36 

前年比 ― 102.6  92.3  

介護給付 
実績値 72 91 86 

前年比 ― 126.4  94.5  

 

 

・第 5期計画のサービス量推計 

上記サービス利用の推移を勘案し、第 5期計画期間のサービス量を次のとおり推

計しました。目標年度のサービス量は、「介護給付」が 168 延人/年、「予防給付」

が 48 延人/年となります。 
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１４ 住宅改修 

 

・第 4期計画の実績 

「予防給付」、「介護給付」ともに、年々増加傾向にあります。 

 

(延人/年、％) 

  第 4 期計画 

  平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

予防給付 
実績値 34 41 58 

前年比 ― 120.6  141.5  

介護給付 
実績値 46 59 62 

前年比 ― 128.3  105.1  

 

 

・第 5期計画のサービス量推計 

上記サービス利用の推移を勘案し、第 5期計画期間のサービス量を次のとおり推

計しました。目標年度のサービス量は、「介護給付」が 84 延人/年、「予防給付」が

96 延人/年となります。 
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第２節 地域密着型サービス 

 

地域密着型サービスは、介護が必要な状態となっても、可能な限り住み慣れた地域

での生活を継続できるようにするためのサービスです。このサービスは、富岡市がサ

ービス事業者を指定し、原則として富岡市民のみが利用できるものです。 

また、様々な理由で市民が他の市区町村にある事業者の利用を希望する場合があり

ますが、この場合、同市区町村の同意を得て、富岡市が当該事業所の指定をした上で

利用することになります。 

 

サービスの種類としては、 

① 夜間対応型訪問介護 

② 認知症対応型通所介護(認知症デイサービス) 

③ 小規模多機能型居宅介護 

④ 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 

⑤ 地域密着型特定施設入居者生活介護(小規模介護専用型有料老人ホーム等) 

⑥ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(小規模特別養護老人ホーム) 

⑦ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

⑧ 複合型サービス 

の 8 種類です。このうち③から⑦のサービスについては 24 時間体制で利用できる

サービスとなっています。また、⑦、⑧のサービスは第５期計画から創設されるサー

ビスで、⑧の複合型サービスとは、小規模多機能型居宅介護と訪問看護など、複数の

居宅サービスや地域密着型サービスを組み合わせて提供するものです。 

 

本市において利用が見込まれる地域密着型サービスは、「小規模多機能型居宅介護」、

「認知症対応型共同生活介護（グループホーム）」、「認知症対応型通所介護（認知症

デイサービス）」及び「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」となります。その他の

地域密着型サービスについては､本計画期間内ではサービス量を見込んでいませんが､

市民の意向などを考慮しながら、サービス提供体制の整備を検討します。 

これらの地域密着型サービスについては、身近な地域でサービスの利用が可能にな

るよう基盤整備を推進します。 
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１ 小規模多機能型居宅介護 

 

・サービスの概要 

小規模多機能型居宅介護は、「通い」を中心として、利用者の様態や希望などに応

じ、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせてサービス提供し、居宅における生活の

継続を支援します。 

 

・第 4期計画の実績 

「予防給付」、「介護給付」ともに、年々増加傾向にあります。 

 

(延人/年、％) 

  第 4 期計画 

  平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

予防給付 
実績値 0 2 20 

前年比 ― ― 1000.0 

介護給付 
実績値 0 24 168 

前年比 ― ― 700.0 

 

 

・第 5期計画のサービス量推計 

上記サービス利用の推移や基盤整備予定等を勘案し、第 5期計画期間のサービス

量を次のとおり推計しました。目標年度のサービス量は、「介護給付」が 840 延人/

年、「予防給付」が 37 延人/年となります。 

 

(延人/年) 

 
平成 21 

年 度 

平成 22 

年 度 

平成 23 

年 度 

平成 24 

年 度 

平成 25 

年 度 

平成 26 

年 度 

予防給付 0 2 20 28 33 37 

介護給付 0 24 168 720 780 840 
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２ 認知症対応型共同生活介護 

 

・サービスの概要 

認知症の高齢者に対して、共同生活住居において家庭的な環境の中で、入浴、排せ

つ、食事等の介護などの日常生活上の世話と機能訓練等を行い、能力に応じて自立し

た日常生活が営めるようにします。 

 

 

・第 4期計画の実績 

「予防給付」は、近年利用がない状況にあります。「介護給付」については、年々

減少傾向にあります。 

 

(延人/年、％) 

  第 4 期計画 

  平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

予防給付 
実績値 33 9 0 

前年比 ― 27.3  0.0  

介護給付 
実績値 1,274 1,251 1,232 

前年比 ― 98.2  98.5  

 

 

・第 5期計画のサービス量推計 

上記サービス利用の推移を勘案し、第 5期計画期間のサービス量を次のとおり推

計しました。目標年度のサービス量は、「介護給付」が 1,181 延人/年、「予防給付」

が 17 延人/年となります。 

 

(延人/年) 

 平成 21 

年 度 

平成 22 

年 度 

平成 23 

年 度 

平成 24 

年 度 

平成 25 

年 度 

平成 26 

年 度 

予防給付 計 33 9 0 12 14 17 

 要支援 2 33 9 0 12 14 17 

介護給付 計 1,274 1,251 1,232 1,230 1,175 1,181 

 要介護 1 355 310 304 310 297 301 

 要介護 2 227 199 228 239 237 253 

 要介護 3 413 369 354 287 226 181 

 要介護 4 197 259 216 251 273 301 

 要介護 5 82 114 130 143 142 145 

 



各論Ⅱ 介護保険事業計画 第３章 介護給付等対象サービスの計画 

59 

３ 認知症対応型通所介護 

 

・サービスの概要 

認知症の利用者が、できるだけ居宅で能力に応じ自立した日常生活が営めるように、

通所により入浴、排せつ、食事等の介護、その他日常生活上の世話や機能訓練等のサ

ービスを提供します。 

 

・第 5期計画のサービス量推計 

今後のサービスニーズの動向等を勘案し、第 5期計画期間のサービス量を次のと

おり推計しました。 

 

(延人/年) 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

介護給付 24 36 36 
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４ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

 

・サービスの概要 

重度者を始めとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて、

訪問介護と訪問看護を一体的に又はそれぞれが密接に連携しながら、定期巡回訪問と

随時の対応を行います。 

 

・第 5期計画のサービス量推計 

今後のサービスニーズの動向や、事業所の参入意向及び近隣市町村の動向と連携

の可能性等を勘案し、第 5期計画期間のサービス量を次のとおり推計しました。 

 

(延人/年) 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

介護給付 0 72 377 
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５ 複合型サービス 

 

・サービスの概要 

小規模多機能型居宅介護と訪問看護など、複数の居宅サービスや地域密着型サービ

スを組み合わせることにより、看護と介護サービスの一体的な提供により医療ニーズ

の高い要介護者への支援を図るものです。 

 

 

・第 5期計画のサービス量推計 

現時点では具体的な数値目標を設定しませんが、第５期計画期間中の実施に向け、

事業所の参入意向及び近隣市町村の動向と連携の可能性等を勘案し、検討します。 
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第３節 施設サービス 

施設サービスの利用見込みは次のとおりです。利用見込みにあたっては、実績、利

用者数の増加、サービスの利用意向等を勘案しました。 

 

１ 介護老人福祉施設 

 

・第 4期計画の実績 

利用者数は、ほぼ横ばいで推移していますが、わずかに減少しています。 

 

(延人/年、％) 

 第 4 期計画 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

実績値 2,476 2,472 2,458 

前年比 ― 99.8 99.4 

 

 

・第 5期計画のサービス量推計 

今後も施設サービス利用を希望する方に対して安定したサービスが提供できる

よう、事業者などの連携・調整を図り、重度者への利用の重点化等を勘案したうえ

で、次のとおり利用者数を見込みました。目標年度の利用者数は 2,652 延人/年と

なります。 

 

(延人/年) 

 
平成 21 

年 度 

平成 22 

年 度 

平成 23 

年 度 

平成 24 

年 度 

平成 25 

年 度 

平成 26 

年 度 

合  計 2,476 2,472 2,458 2,652 2,652 2,652 

要介護 1 197 117 72 72 72 72 

要介護 2 327 317 310 288 288 288 

要介護 3 731 575 526 528 528 528 

要介護 4 589 750 790 924 924 924 

要介護 5 632 713 760 840 840 840 
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２ 介護老人保健施設 

 

・第 4期計画の実績 

利用者数は、年々増加傾向にあります。 

 

(延人/年、％) 

 第 4 期計画 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

実績値 2,046 2,416 2,622 

前年比 ― 118.1 108.5 

 

 

・第 5期計画のサービス量推計 

重度者への利用の重点化等を勘案したうえで、次のとおり利用者数を見込みまし

た。目標年度の利用者数は 2,592 延人/年となります。 

なお、療養病床の転換計画が推進されており、当計画期間内に転換が図られた場

合は、利用者の増加が見込まれます。 

 

(延人/年) 

 
平成 21 

年 度 

平成 22 

年 度 

平成 23 

年 度 

平成 24 

年 度 

平成 25 

年 度 

平成 26 

年 度 

合  計 2,046 2,416 2,622 2,592 2,592 2,592 

要介護 1 159 203 342 324 324 324 

要介護 2 394 389 460 456 456 456 

要介護 3 895 777 694 720 720 720 

要介護 4 369 484 578 564 564 564 

要介護 5 229 563 548 528 528 528 
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３ 介護療養型医療施設 

 

・第 4期計画の実績 

療養病床の転換計画が推進されているため、利用者は減少しています。 

 

(延人/年、％) 

 第 4 期計画 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

実績値 1,141 810 700 

前年比 ― 71.0 86.4 

 

 

・第 5期計画のサービス量推計 

平成 29 年度末までに他の介護保険施設に転換されることから、利用者は減少す

るものと考えられます。目標年度の利用者数は 696 延人/年となります。 

 

 

(延人/年) 

 
平成 21 

年 度 

平成 22 

年 度 

平成 23 

年 度 

平成 24 

年 度 

平成 25 

年 度 

平成 26 

年 度 

合  計 1,141 810 700 696 696 696 

要介護 1 21 23 18 12 12 12 

要介護 2 110 85 74 84 84 84 

要介護 3 212 140 80 84 84 84 

要介護 4 287 244 232 216 216 216 

要介護 5 511 318 296 300 300 300 
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第４節 サービス見込量一覧表 

 

■介護予防給付 

平成24年度 平成25年度 平成26年度

（１）介護予防サービス
介護予防訪問介護

給付費 29,995千円30,838千円31,681千円
人数 1,541人 1,617人 1,694人

介護予防訪問入浴介護
給付費 492千円 615千円 738千円
回数 64回 80回 96回
人数 16人 20人 24人

介護予防訪問看護
給付費 5,355千円 5,977千円 6,599千円
回数 702回 779回 857回
人数 148人 164人 180人

介護予防訪問リハビリテーション
給付費 0千円 0千円 0千円
回数 0回 0回 0回
人数 0人 0人 0人

介護予防居宅療養管理指導
給付費 63千円 63千円 63千円
人数 14人 16人 18人

介護予防通所介護
給付費 54,832千円55,162千円55,491千円
人数 1,802人 1,876人 1,949人

介護予防通所リハビリテーション
給付費 31,537千円31,658千円31,779千円
人数 909人 942人 975人

介護予防短期入所生活介護
給付費 3,317千円 4,265千円 5,213千円
日数 470日 605日 739日
人数 102人 144人 186人

介護予防短期入所療養介護
給付費 481千円 756千円 1,031千円
日数 56日 88日 120日
人数 36人 60人 84人

介護予防特定施設入居者生活介護
給付費 5,784千円 6,213千円 6,848千円
人数 132人 145人 163人

介護予防福祉用具貸与
給付費 4,155千円 4,181千円 4,207千円
人数 817人 818人 819人

特定介護予防福祉用具販売
給付費 762千円 762千円 762千円
人数 44人 46人 48人

（２）地域密着型介護予防サービス
介護予防認知症対応型通所介護

給付費 0千円 0千円 0千円
回数 0回 0回 0回
人数 0人 0人 0人

介護予防小規模多機能型居宅介護
給付費 1,267千円 1,460千円 1,654千円
人数 28人 33人 37人

介護予防認知症対応型共同生活介護
給付費 2,084千円 2,501千円 2,918千円
人数 12人 14人 17人

（３）住宅改修
給付費 7,517千円 8,770千円10,022千円
人数 72人 84人 96人

（４）介護予防支援
給付費 17,514千円19,045千円20,575千円
人数 4,156人 4,520人 4,884人

介護予防サービスの総給付費（小計）→（Ⅱ） 165,154千円172,265千円179,582千円 
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■介護給付（居宅サービス） 

平成24年度 平成25年度 平成26年度
（１）居宅サービス
訪問介護

給付費 85,239千円90,227千円101,452千円
回数 31,206回 33,048回 37,112回
人数 2,148人 2,256人 2,508人 

訪問入浴介護
給付費 14,800千円18,705千円22,610千円
回数 1,320回 1,669回 2,017回
人数 289人 362人 435人 

訪問看護
給付費 60,631千円68,738千円76,845千円
回数 8,248回 9,392回 10,535回
人数 1,196人 1,348人 1,500人 

訪問リハビリテーション
給付費 0千円 0千円 0千円
回数 0回 0回 0回
人数 0人 0人 0人 

居宅療養管理指導
給付費 1,649千円 1,941千円 2,211千円
人数 264人 318人 363人 

通所介護
給付費 529,587千円565,727千円601,867千円
回数 69,766回 73,460回 77,153回
人数 5,301人 5,514人 5,727人 

通所リハビリテーション
給付費 217,804千円241,145千円264,486千円
回数 28,410回 31,069回 33,727回
人数 2,603人 2,865人 3,128人 

短期入所生活介護
給付費 144,653千円186,420千円228,187千円
日数 17,422日 22,255日 27,089日
人数 1,777人 2,294人 2,811人 

短期入所療養介護
給付費 63,240千円66,923千円68,804千円
日数 6,523日 6,879日 7,066日
人数 819人 846人 826人 

特定施設入居者生活介護
給付費 72,165千円79,416千円87,927千円
人数 564人 612人 672人 

福祉用具貸与
給付費 55,422千円57,276千円59,130千円
人数 4,326人 4,439人 4,553人 

特定福祉用具販売
給付費 2,933千円 3,865千円 4,798千円
人数 104人 136人 168人  
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■介護給付（地域密着型サービス、施設サービス等） 

平成24年度 平成25年度 平成26年度
（２）地域密着型サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護

給付費 0千円 6,490千円33,984千円
人数 0人 72人 377人 

夜間対応型訪問介護
給付費 0千円 0千円 0千円
人数 0人 0人 0人 

認知症対応型通所介護
給付費 2,519千円 3,501千円 3,246千円
回数 240回 360回 360回
人数 24人 36人 36人 

小規模多機能型居宅介護
給付費 134,281千円146,562千円152,961千円
人数 720人 780人 840人 

認知症対応型共同生活介護
給付費 286,155千円273,547千円274,930千円
人数 1,230人 1,175人 1,181人 

地域密着型特定施設入居者生活介護
給付費 0千円 0千円 0千円
人数 0人 0人 0人 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
給付費 0千円 0千円 0千円
人数 0人 0人 0人 

複合型サービス
給付費 0千円 0千円 0千円
人数 0人 0人 0人 

（３）住宅改修
給付費 7,700千円 8,305千円 9,423千円
人数 68人 74人 84人 

（４）居宅介護支援
給付費 124,617千円133,020千円141,423千円
人数 9,572人 10,228人 10,884人 

（５）介護保険施設サービス
介護老人福祉施設

給付費 625,061千円625,061千円625,061千円
人数 2,652人 2,652人 2,652人 

介護老人保健施設
給付費 656,729千円656,729千円656,729千円
人数 2,592人 2,592人 2,592人 

介護療養型医療施設
給付費 226,067千円226,067千円226,067千円
人数 696人 696人 696人 

療養病床からの転換分
給付費 0千円 0千円 0千円
人数 0人 0人 0人 

介護サービスの総給付費（小計）→（Ⅰ） 3,311,250千円3,459,664千円3,642,139千円 
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第５節 サービス供給基盤の整備目標 

第５期計画期間におけるサービス供給基盤の整備目標を次のとおり設定しました。 

 

（１）県指定の基盤整備 

 平成 23 年度末 

整備済量 

平成 26 年度末 

整備目標量 

施設数 定員数 施設数 定員数 

介護老人福祉施設 4 250 4 250 

介護老人保健施設 5 348 5 348 

介護療養型医療施設 1 100 1 100 

特定施設 9 363 9 363 

 

 

（２）市指定の基盤整備 

 平成 23 年度末 

整備済量 

平成 26 年度末 

整備目標量 

施設数 定員数 施設数 定員数 

◘

ⱦ
☻ 

夜間対応型訪問介護 - - - - 

認知症対応型通所介護 - - 1 3 

小規模多機能型居宅介護 3 75 3 75 

地域密着型介護老人福祉施設 - - - - 

地域密着型特定施設 - - - - 

認知症対応型共同生活介護 10 108 10 108 

介護予防認知症対応型通所介護 - - 1 3 

介護予防小規模多機能型居宅介護 2 50 2 50 

介護予防認知症対応型共同生活介護 10 108 10 108 
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第６節 サービス見込量を確保するための方策 

 

１ 居宅サービス 

訪問介護等の訪問系サービス及び通所介護等の通所系サービスについては、要介

護等認定者の増加とともに民間企業をはじめとする多様な事業主体の参入により、

サービスの提供量が確保されており、今後も必要なサービスの量が確保されるもの

と判断しました。さらに、介護系サービスと医療系サービスの連携等サービスの質

の確保が図られるよう、事業者・医療機関等へ支援を行います。 

短期入所生活介護・短期入所療養介護については、既存のサービスに加え、地域

密着型サービスの小規模多機能型居宅介護を計画的に整備することによって、サー

ビス必要量の充足を図っていきます。 

 

２ 地域密着型サービス 

地域密着型サービスの事業者指定は市で行うため、市が定める設置基準、運営基

準、人員基準等についての情報提供・相談対応等を行います。 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居

宅介護、複合型サービスなどの地域密着型サービスは、24 時間 365 日安心して住み

慣れた地域での生活を支援するために、多様な事業者が参入するよう働きかけます。 

また、夜間対応型訪問介護及び地域密着型特定施設入居者生活介護については、

利用者ニーズの動向及び市内・近隣事業者の参入意向の動向を継続的に把握し、次

期計画での基盤整備に向けた検討を行います。 

 

３ 施設サービス 

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の介護保険３施設は

現状を維持し、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護等の居住系サービスについては、目標年度である平成 26 年度に向け一体的

に整備を推進・検討します。 

特に「地域密着型」に区分される認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老

人福祉施設入所者生活介護については、市が事業者の指定権限を有するものであり、

保険者として適切な整備の誘導を図ります。 
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第７節 保険料の算定 

 

１ 標準給付額 

第５期計画期間の標準給付見込額は次のとおりとなります。 

第１号被保険者の保険料算定の基礎となる３年間の合計額は、およそ 115 億円と

なります。 

 

（円、件） 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 合  計 

総給付費 3,476,404,157 3,631,929,227 3,821,721,305 10,930,054,689 

特定入所者介護サー

ビス費等給付額 
105,774,606 113,864,948 122,574,093 342,213,647 

高額介護 

サービス費等給付額 
57,380,000 66,808,000 77,556,000 201,744,000 

高額医療合算介護 

サービス費等給付額 
7,682,330 7,682,330 7,682,330 23,046,990 

算定対象 

審査支払手数料 
3,695,747 3,689,489 3,683,241 11,068,477 

 
審査支払手数料

支払件数（件） 
43,479 43,406 43,332 130,217 

標準給付費見込額 3,650,936,840 3,823,973,994 4,033,216,969 11,508,127,803 

 

 

２ 地域支援事業に要する費用額 

地域支援事業費の見込額は次のとおりとなります。 

 

（円） 

事 業 名 
平成 24 年度 

介護保険給付費 

見込額の 3.0％以内 

平成 25 年度 

介護保険給付費 

見込額の 3.0％以内 

平成 26 年度 

介護保険給付費 

見込額の 3.0％以内 

合  計 

地域支援事業 69,367,800 72,655,506 76,631,122 218,654,428 
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３ 財源構成 

各事業の財源構成は以下のグラフのとおりであり、「保険給付にかかる費用」及

び「地域支援事業のうち介護予防事業にかかる費用」と、「地域支援事業の包括的

支援事業・任意事業にかかる費用」とでは、「第 2号保険料」の有無、「調整交付金」

の有無が異なります。 

 

■「保険給付（施設分）にかかる費用」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「保険給付（居宅分）にかかる費用」及び「地域支援事業のうち介護予防事業にか

かる費用」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１号保険料, 

21.0%

第２号保険料, 

29.0%

調整交付金, 

5.0%

国, 15.0%

県, 17.5%

市, 12.5%

第１号保険料, 

21.0%

第２号保険料, 

29.0%

調整交付金, 

5.0%

国, 20.0%

県, 12.5%

市, 12.5%
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■「地域支援事業の包括的支援事業・任意事業にかかる費用」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１号保険料, 

21.0%

国, 39.5%

県, 19.75%

市, 19.75%
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４ 第１号被保険者の保険料算定 

本計画期間における第 1号被保険者の保険料は、月額 4,207 円と算定されました。 

 

■第１号被保険者の保険料算定 

項 目 計算 金額 

標準給付費見込額(a) － 11,508,127,803 円 

地域支援事業費(b) － 218,654,428 円 

第 1 号被保険者負担分相当額(c) (a+b)×21% 2,462,624,269 円 

調整交付金相当額(d) a×5% 575,406,390 円 

調整交付金見込交付割合(e) － 6.34％ 

調整交付金見込額(f) a×e 729,615,000 円 

財政安定化基金拠出金見込額(g) (a+b)×0.0% －円 

財政安定化基金償還金(h) － －円 

準備基金取崩額(i) － 204,129,455 円 

財政安定化基金取崩による交付額(j) － 29,591,000 円 

保険料収納必要額(k) c+d-f+g+h-（i+j） 2,074,695,204 円 

予定保険料収納率(l) － 99.30％ 

被保険者数（所得段階別加入割合補正後）(m) － 41,383 人 

保険料年額(n) k/l/m 50,487 円 

保険料月額(o) n/12 4,207 円 
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■第１号被保険者の介護保険料に関する段階区分 

所得段階 所得区分 保険料率 

第１段階対象者 
市民税世帯非課税者で老齢福祉年金受給者、被保

護者 
0.50 

第２段階対象者 
市民税世帯非課税者で課税年金収入額と合計所得

金額の合算額が 80 万円以下の者 
0.50 

第３段階対象者 
市民税世帯非課税者で前２段階に該当するもの以

外の者 
0.75 

第４段階対象者 

市民税本人非課税者で課税年金収入額と合計所得

金額の合算額が 80 万円以下の者 
0.95 

市民税本人非課税者で上記以外の者 1.00 

第５段階対象者 市民税課税者で合計所得金額 190 万円未満の者 1.25 

第６段階対象者 市民税課税者で合計所得金額 190 万円以上の者 1.50 
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第４章 地域支援事業 

 

第１節 地域支援事業の展開 

地域支援事業は、要支援・要介護状態になる前からの介護予防を推進するとともに、

地域における包括的・継続的なマネジメント機能を強化する観点から、従前の「老人

保健事業」、「介護予防・地域支え合い事業」及び「在宅介護支援センター事業」を再

編して位置づけられました。 

 

■地域支援事業の構成 

①　介護予防事業
　　（法第115条の44第1項第1号）
　
　・二次予防事業
　・一次予防事業
　

②　包括的支援事業
　　（法第115条の44第1項第2～5号）
　
　・介護予防ケアマネジメント事業
　・総合相談・支援事業
　・権利擁護事業
　・包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

④　その他の事業
　　（法第115条の44第2項）
　・介護給付費等適正化事業
　・介護方法の指導、介護者への支援など
　・被保険者の地域における自立した生活の支援など

必須事業

任意事業

介護給付費の3％以内

③　市の判断により実施する事業
　　（法第115条の44第2項第1～3号）
　
　・要支援者に対して介護予防サービス（訪問介護、通所介護等）又は地域密着型介護予防サービス
　　のうち、市町村が定めるサービス
　・要支援者・2次予防事業対象者に対する日常生活の支援のための事業
　・要支援者（予防給付の対象とならない要支援者）に対するケアマネジメントの事業
　

 

 

１ 介護予防事業 

被保険者（第１号被保険者に限る）が要介護状態になることの予防、並びに要介

護状態等の軽減及び悪化の防止のために必要な事業（介護予防サービス及び地域密

着型介護予防サービスを除く）であり、すべての高齢者を対象とした「一次予防事

業」及び要介護･要支援状態となるおそれの高い高齢者を対象とした「二次予防事

業」により、総合的に実施します。 
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２ 包括的支援事業 

利用者一人ひとりについて、介護予防事業の支援を行うとともに、高齢者の実態

把握と総合的相談･支援、様々な職種が連携しての包括的・継続的なフォローアッ

プを行うために以下の 4事業を実施します。 

 

（１）介護予防ケアマネジメント事業 

被保険者が要介護状態となることを予防するため、その心身の状況、その置かれ

ている環境、その他の状況に応じて、その選択に基づき、介護予防事業その他の適

切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行います。 

 

（２）総合相談支援事業 

地域の高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくこ

とができるよう、地域の関係者とのネットワークを構築するとともに、高齢者の心

身の状況や生活の実態、必要な支援等を幅広く把握し、相談を受け、地域における

適切な保健・医療・福祉サービス、機関又は制度につなげる等の支援を行います。 

 

（３）権利擁護事業 

困難な状況にある高齢者が、地域において尊厳のある生活を維持し、安心して生

活できるよう、専門的・継続的な視点から、高齢者の権利擁護のための支援を行い

ます。 

 

（４）包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 

高齢者が、住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、地域における関係

機関等の連携・協働の体制づくりや介護支援専門員に対する支援等を行います。 

 

３ 任意事業 

任意事業は、以下のとおりです。 

 

（１）その他 

 

・配食サービス事業 

心身の障がいにより食事の調理が困難なおおむね 65 歳以上の単身世帯、高齢者

のみ世帯に昼食を届け、良好な健康状態の保持と安否確認を行います。 
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４ 地域支援事業の実施概要 

 

（１）介護予防事業 

 

①二次予防事業 

要介護状態等となるおそれが高い虚弱な状態にあると認められる 65 歳以上の者

（二次予防事業対象者）を対象に、要介護状態等となることを予防します。 

 

ⅰ二次予防事業対象者把握事業 

 平成 21 年度 平成 22 年度 

候補者数 決定者数 候補者数 決定者数 

二次予防事業対象者数 1,689 1,349 1,592 1,459 

 

ⅱ通所型介護予防事業 

 平成 21 年度 平成 22 年度 

実施回数 延べ参加者数 実施回数 延べ参加者数 

運動器の機能向上プログラム 

栄養改善プログラム 

口腔機能の向上プログラム 

34 273 21 156 

 

②一次予防事業 

一次予防事業対象者の介護予防事業として、以下の事業を実施しています。 

要介護状態等の原因となる生活習慣病（高血圧､糖尿病）や骨折などを予防する

ため、パンフレット等の作成及び健康教室・健康相談を開催し、基本的な知識の普

及に努めています。 

第 5期計画では、介護予防教室等の教室・教育の一層の充実を図り、介護予防の

普及啓発を行います。また、地域組織と連携を図り、地域活動の支援を行います。 

 

ⅰ介護予防普及啓発事業 

 平成 21 年度 平成 22 年度 

開催回数 延べ参加者数 開催回数 延べ参加者数 

いきいき健康教室 790 11,533 1,102 13,871 

出張介護予防教室 22 404 18 381 

筋力アップトレーニング教室 164 3,876 163 3,417 

歯科衛生指導 8 250 8 255 
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（２）包括的支援事業 

 

①介護予防ケアマネジメント事業 

事 業 名 実 施 概 要 

介護予防事業に関するケアマネジメント 二次予防事業対象者把握事業において決定され

た二次予防事業対象者の介護予防事業参加者の

ケアプラン作成を行っています。 

予防給付に関するケアマネジメント 要支援 1・2に認定された利用申し込み者に対し

アセスメント、介護予防サービス計画書に基づ

きサービスの提供、モニタリング･評価給付管理

を行っています。 

 

②総合相談支援及び権利擁護事業 

事 業 名 実 施 概 要 

総合相談支援 本人、家族、近隣住民、地域ネットワーク等の

相談を受け、状況把握等を行い、情報提供、関

係機関紹介、必要時には継続的な支援を行って

います。 

権利擁護業務･成年後見制度の活用 高齢者の判断能力の状況を把握し、必要であれ

ば制度利用の支援、市長申し立ての支援を行っ

ています。 

権利擁護業務･高齢者虐待の対応 虐待の事例を把握した場合は、速やかに関係者

等と連携し状況を確認、事例に即した対応を行

っています。 

権利擁護業務・困難事例への対応 事例を把握した場合は、丁寧な相談とともに関

係者、関係機関などと協力し検討、対応を行っ

ています。 

 

③包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 

事 業 名 実 施 概 要 

包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 関係機関や地域のインフォーマルサービス等と

の連携を図るため、情報の把握や、情報の発信・

整理を行っています。 
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（３）介護予防・日常生活支援総合事業 

介護予防・日常生活支援総合事業は、市の主体性を重視し、地域支援事業において、

多様なマンパワーや社会資源の活用等を図りながら、要支援者・二次予防事業対象者

に対して、介護予防や配食・見守り等の生活支援サービス等を総合的に提供する事業

です。 

本市においては、この事業の導入により、地域全体で高齢者の自立した生活を支援

するための取組みを推進し、地域活力の向上を目指すため、第５期計画期間中の実施

に向け検討します。 

 

■介護予防・日常生活支援総合事業の対象者 

 

ѫ ǵ ϑȋ ׄǲꜘǟǭƲ⁸ ᷂ḢӋ ȹɱȽɶ Ǔȳɶɑȷǵ ͑КὦșѨ

Ʊ Ʊ Ʊ ˘ ˔ ˗ ᾍ

要支援者
ケアマネジメント
○アセスメント
○ケアプラン作成　等

二次予防事業対象者
ケアマネジメント
○アセスメント等
（必要に応じてケアプラン作成）

介護予防サービス
以下のうち市が定めるサービス

○訪問型
○通所型

生活支援サービス
○栄養改善を目的とした配食、自立支援を目的とした定期的な安否確認・緊急時対応等

一次予防事業
○介護予防普及啓発事業（パンフレットの配布や予防に資する教室の開催等）
○地域介護予防活動支援事業（ボランティアの養成や地域活動の実施）

᷂ḢǲǑǘȒǠȀǭǵ ֵ ͪ

˺ ˔ ɵ ₡ ֻ˗

介護予防支援

介護予防
サービス等
（予防給付）

˺ ͪ ̂

予防給付と同種の
サービスは併給不可
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■介護予防・日常生活支援総合事業のサービス内容 

 

˘ ˔ ˗
ᾍ

A　予防サービス
以下のうち、市が定めるサービス
①訪問型（身体介護・相談助言、生活援助等）
②通所型（機能訓練、身体介護・相談助言・
　健康状態確認等）

C　ケアマネジメント

B　生活支援サービス
以下のうち、市が定めるサービス
①栄養改善を目的とした配食
②自立支援を目的とした定期的な安否確認・
　緊急時対応
③地域の実情に応じつつ予防サービスと一体的に
　提供することにより、介護予防・日常生活支援
　に資するサービス

予防
給付

介護予防・日常生活支援
総合事業

【地域支援事業】

 
 

 

５ 地域支援事業の見込量及び費用額（再掲）について 

地域支援事業費の見込額は次のとおりとなります。 

 

（円） 

事 業 名 
平成 24 年度 

介護保険給付費 

見込額の 3.0％以内 

平成 25 年度 

介護保険給付費 

見込額の 3.0％以内 

平成 26 年度 

介護保険給付費 

見込額の 3.0％以内 

合  計 

地域支援事業（再掲） 69,367,800 72,655,506 76,631,122 218,654,428 
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６ 地域包括支援センターの設置 

年齢を重ね要介護状態になったとしても、その人らしい生活を継続できる仕組みが

地域に必要です。本市では、地域の高齢者の心身の健康の維持、保健・医療・福祉の

向上、生活の安定のために必要な援助・支援を包括的に行う中核機関として、「地域

包括支援センター」を設置しています。 

地域包括支援センターは、①介護予防ケアマネジメント業務、②総合相談支援業務

及び権利擁護業務、③包括的・継続的ケアマネジメント支援業務を担い、①について

は保健師等、②については社会福祉士等、③については主任ケアマネジャー等が主と

して担当しますが、各職種が地域包括支援センターの業務全体を十分に理解し、相互

に連携・協働して課題解決に取組みます。 

そして、総合相談体制を充実するとともに、個々の高齢者の状況やその変化に応じ

て、介護保険サービスを中心とした様々な支援が継続的・包括的に提供されるように

します。 

 

・設置概要 

第 3 期計画に基づき、平成 18 年度に地域包括支援センターを設置しました。国の

人口基準に沿った専門職員の増員及び専門職員の資質向上のための研修等、一層の充

実を図ります。 

 

平成 23 年度設置数 

設置数 地域包括支援センターの名称 担当生活圏域 所在地 

1 富岡市地域包括支援センター 富岡市全域 群馬県富岡市富岡1460-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



各論Ⅱ 介護保険事業計画 第５章 円滑な提供を図るための方策 

82 

第５章 円滑な提供を図るための方策 

 

１ 介護給付費の適正化推進 

介護給付の適正化を図ることにより、利用者に対する適切な介護サービスを確保す

るとともに、不適切な給付が削減されることは、介護保険制度の信頼感を高めるとと

もに、介護給付費や介護保険料の増大を抑制することを通じて、持続可能な介護保険

制度の構築に資するものです。 

要介護認定の適正化、ケアマネジメント等の適切化、事業者のサービス提供体制及

び介護報酬請求の適正化といった主要事業について実施します。 

 

（１）認定調査状況チェック 

指定居宅介護支援事業者、施設、介護支援専門員が実施した変更や更新認定など

の認定調査内容について市職員が訪問や書面審査によって点検します。 

 

（２）ケアプランの点検 

介護支援専門員が作成した居宅介護サービス計画、介護予防サービス計画の記載

内容を、事業者からの提出または事業所への訪問調査により、市職員など第三者が

その内容の点検、指導を行います。 

 

（３）住宅改修等の点検 

居宅介護住宅改修費の申請時に利用者宅の実態確認、利用者の状態確認、工事見

積書の点検を行ったり、竣工後に訪問調査などにより施工状況の点検を行います。 

また、福祉用具利用者に対する訪問調査などにより、福祉用具の必要性や利用状

況を点検します。 

 

（４）医療情報との突合・縦覧点検 

老人保健（後期高齢者医療制度、国民健康保険）の入院情報などと介護保険の給

付情報を突合し、給付日数や提供されたサービスの整合性の点検を実施します。 

また、受給者ごとに複数月にまたがる支払状況（請求明細書の内容）を確認し、

提供されたサービスの整合性の点検を実施します。 

 

（５）介護給付費通知 

利用者本人や家族に対し、サービスの請求状況、費用について通知します。 
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２ 低所得者への配慮 

介護保険は、社会全体で介護を支える相互扶助制度です。しかし、介護サービスが

必要でありながら、経済的な理由で、利用ができなかったり、制限されたりすること

がないように、個別の事情に応じた保険料の減免を実施します。 

 

３ 保険者機能の強化 

市が保険者としての役割を十分に果たすために、その機能・権限について見直しが

行われています。市が主体となって給付等をチェックする機能強化です。 

 

（１）被保険者に対する情報提供の充実 

被保険者に対して、制度のしくみや運営状況に対する適切な情報提供を行います。 

行政や地域包括支援センター、事業者等の組織を通じて広報やインターネットを

利用するなど情報提供の充実を図ります。 

 

（２）給付に関する保険者のチェック機能や政策評価機能の強化 

介護サービスの利用者はもとより、保険者が適切な給付やケアプランが行われて

いるかチェックする機能をもつことは不可欠です。今後は、情報の分析・提供や保

険者による政策評価の支援体制を強化していきます。 

 

・指定取消要件に該当した事業者の県への通知 

・県は、介護保険施設等の指定等を行う際に市長の意見を求めるものとする 

 

（３）市行政への「一部事業所の立ち入り権限」の付与 

悪質な不正請求等に対応するため、実態把握のため一層の監督権限が必要となり

ます。現行では、保険者は介護事業者に対し、関係書類等の提出を求めることしか

できませんが、地域密着型サービスでは事業者の指定、指導監督権限が付与されて

います。 
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４ 事業評価 

地域包括支援センターは、富岡市介護保険運営協議会（以下｢運営協議会｣という）

の意見をふまえて、適切、公正かつ中立な運営を確保する必要があります。 

地域包括支援センターの運営に関して、運営協議会は前年度の事業報告書によるほ

か、次に掲げる点を勘案して必要な基準を作成したうえで、定期的に又は必要な時に、

事業内容を評価するものとします。 

 

①地域包括支援センターが作成する介護予防計画において、正当な理由なく特定の事業

者が提供するサービスに偏っていないか。 

②地域包括支援センターが作成する介護予防サービスの計画の作成の過程において、特定の

事業者が提供するサービスの利用を不当に誘引していないか。 

③その他運営協議会が地域の実情に応じて必要と判断した事項。 

 

５ 福祉サービス、介護サービス内容などの情報提供 

介護保険制度の内容やその動向に関する情報はもちろん、市内でサービス事業を展

開している事業者についての情報を市役所の相談窓口、地域包括支援センター等に常

備し、利用者に対していつでも提供できるようにします。 

また、被保険者にとっての介護サービス事業者の選択方法、介護サービスの利用方

法等についての情報提供も広報やパンフレット等を活用して行っていきます。 

 

・富岡市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 

・富岡市の高齢者施策 

・介護保険利用者ガイド 

・介護保険事業者ガイド 

・富岡市ホームページ・広報 等 
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６ 苦情処理 

高齢者が保健福祉サービスや介護保険を利用するための支援や情報提供等、様々な

疑問や要介護認定に対する不満・制度運営上の苦情等に総合的な対応を行い、高齢者

の権利擁護に配慮した取組みを推進するよう努めます。 

 

（１）介護サービスの苦情処理・相談体制 

群馬県や国民健康保険団体連合会等、関係機関が市との連携のもと円滑に苦情処

理を行うための体制整備を推進します。 

 

ѫ
ѫ

⁸ ֥
⁸ ֥

˗
˺ ͪ

˗
˺ ͪ

ᾱὁ˺ ˗
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˗ ˺ ͪ
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苦情申立

苦情

苦情申立

連絡苦情

連絡連絡

連絡・
改善要請

連絡

指導勧告・
指定取消し

連絡

調査・
指導助言

 

 

 

７ 介護相談員派遣事業 

介護保険制度の創設から 12 年以上が経過し、サービス提供事業者は着実に増加し

ていますが、広くサービスが利用されるにつれて、利用者の抱える不安や不満、苦情

も多くなってきています。こうした利用者の不安や不満が大きなトラブルにならない

よう、介護相談員をサービス提供の場に派遣し、利用者の話をしっかり聴いて、「利

用者」、「事業者」、「行政」の橋渡しをすることで、適正かつ充実した介護サービスの

実現を図るため、介護相談員派遣事業に取組みます。 

 

 

８ 推進体制 

本計画の進捗状況や達成状況については、富岡市介護保険運営協議会において評価

し、また、課題を明らかにします。なお、そこで得られた評価や課題については、今

後の高齢者保健福祉施策に反映させていきます。 

また、国、県等と連携を図りながら、計画の推進を図ります。 
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